
 

 

  

 資料１－２

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム

運用管理役務民間競争入札実施要項（案）

令和３年 月

防衛省
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１ 趣旨

競争の導入による公共サービスの改革に関する法律（平成１８年法律第５１号。

以下「法」という。）に基づく競争の導入による公共サービスの改革については、

公共サービスによる利益を享受する国民の立場に立って、公共サービスの全般に

ついて不断の見直しを行い、その実施について、透明かつ公正な競争の下で民間

事業者の創意と工夫を適切に反映させることにより、国民のため、より良質かつ

低廉な公共サービスを実現することを目指すものである。

上記を踏まえ、防衛省は、防衛省中央ＯＡネットワーク・システム（以下「省

ＯＡ」という。）に関し、公共サービス改革基本方針（令和２年７月７日閣議決定）

別表において民間競争入札の対象として選定された「防衛省中央ＯＡネットワー

ク・システム運用管理役務」（以下「本業務」という。）について、公共サービス

改革基本方針に従って、この実施要項を定めるものとする。

２ 省ＯＡの概要及びその実施に当たり確保されるべき質に関する事項

（１）省ＯＡの概要

省ＯＡは、防衛省市ヶ谷地区（所在地：東京都新宿区市谷本村町５－１）に

おける行政事務の合理化・効率化を図るための基盤的なシステムとして、防衛

省市ヶ谷地区に所在する８機関と共同の部隊（防衛省本省の内部部局、統合幕

僚監部、陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本

部、防衛装備庁及び自衛隊指揮通信システム隊）に新たに防衛研究所を加えた

９機関と共同の部隊に整備される。

なお、省ＯＡは、令和４年３月に省内のＩａａＳ（Ｉｎｆｒａｓｔｒｕｃｕ

ｒｅ ａｓ ａ Ｓｅｒｖｉｃｅ）基盤として整備される防衛省ＯＡシステム基

盤を活用して更改し、一括して調達する。

省ＯＡのハードウェア概要等は、次のとおりである。

ア ハードウェア及びネットワークの概要

省ＯＡにおいて想定されるハードウェア及びネットワークの概要は表１

のとおりであり、省ＯＡにおいて想定される接続先システム（ネットワーク）

の概要は表２のとおりである。

また、省ＯＡにおいて想定されるネットワーク構成の全体像は別冊の図１

のとおりである。

なお、省ＯＡにおいて想定されるハードウェアのネットワークの概要につ

いては別冊の図２に示す。

表 １ 省ＯＡにおいて想定されるハードウェア及びネットワークの概要

分類 機器名 概要

サーバ類（約１５

０台規模）

運用サーバ等 省ＯＡ利用者、機器、ネットワーク、ログ

等の管理及び監視、データのバックアップ

等を実施するサーバをいう。

シンクライアント シンクライアント機能により仮想個人端末
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サーバ （ネットワーク経由でシンクライアントサ

ーバに接続し、シンクライアントサーバ上

のＯＳ及びアプリケーションを画面転送し

て利用する端末をいう。以下同じ。）機能

を提供するサーバをいう。

個人端末から、仮想個人端末にログインす

ることで、部外系システムの利用を可能と

する。

アプリケーション

サーバ

部内系システムと部外系システムの系間で

データを移動する機能等、各種機能を提供

するサーバをいう。

ストレージ装置 データを保存する装置をいう。

端末類（約９ ,０
００台規模）

個人端末 省ＯＡ利用者が執務室、外出時等で利用す

る端末をいう。

運用管理端末 省ＯＡの運用管理に利用する端末をいう。

プリンタ類（約

１ ,２００台規

複合機 印刷及びスキャン機能を提供する機器をい

う。

模） プリンタ 印刷機能を提供する機器をいう。

スキャナ スキャン機能を提供する機器をいう。

ネットワーク機器

類（約１ ,３００

ファイアウォール ネットワーク間の通信を制御する機器をい

う。

台規模） ネットワークスイ

ッチ

ネットワーク間の接続を行う機器をいう。

メディアコンバー

タ等

光ファイバ・ケーブルとメタルケーブルと

の間等、異なる伝送媒体間の接続・信号変

換を行う機器をいう。

表２ 省ＯＡにおいて想定される接続先システム（ネットワーク）の概要

接続先システム名等 概要

ＤＩＩ Defense Information Infrastructure（防衛情報通信

基盤）の略名で、自衛隊が共通に使用する音声通信網

及びデータ通信網をいう。また、データ通信網に接続

を承認された情報システムに必要なサービスを提供す

るものである。

市ヶ谷ＬＡＮ 防衛省市ヶ谷地区の庁舎内フロア間及び庁舎間のデー

タ伝送を行うネットワークをいう。

関連システム 省ＯＡとファイアウォールを介して、直接接続された

システムをいう。

関連システム

（ＤＩＩ経由接続）

省ＯＡとＤＩＩ統合ルータ経由で接続されたシステム

をいう。

政府共通ネットワーク 各府省等のＬＡＮ（府省内専用ネットワーク）を相互

に接続する政府内専用ネットワークをいう。

省ＯＡとは、ＤＩＩ統合ルータ経由で接続されてい
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ＬＧＷＡＮ

（総合行政ネットワー

ク）

地方公共団体のＬＡＮ（庁内ネットワーク）を相互に

接続する行政専用のネットワークをいう。

省ＯＡとは、ＤＩＩ統合ルータ経由で接続されてい

る。

イ セキュリティ概要

省ＯＡにおいて想定されるセキュリティの概要は、別冊の図３のとおりで

ある。

省ＯＡには部内系システム及び部外系システムがあり、部内系システムは、

個人端末上にアプリケーション、ストレージ装置等の環境を整備している。

また、部外系システムは、仮想化技術を利用し、サーバ上にアプリケーショ

ン、ストレージ装置等の環境を整備し、端末画面イメージを個人端末上に表

示している。

なお、部内系システム及び部外系システムは分離されており、部内系シス

テム及び部外系システム間は系間データ移動サーバを介してのみデータの

移動が可能になっている。

ウ 省ＯＡのシステム機能概要

省ＯＡの部内系システム及び部外系システムにおける提供機能は表３のと

おりである。

表３ 省ＯＡの部内系システム及び部外系システムにおける提供機能

システム 機能分類 機能説明

部内系シス

テム

省ＯＡ利用者向け機

能

主な機能は次のとおり。

・ 電子メール送受信機能

・ 文書作成及び編集機能

・ ファイル共有機能

・ グループウェア機能

・ ターミナルサービス機能

運用管理等機能 主な機能は次のとおり。

・ 運用管理機能

・ バックアップ機能

・ 障害検知機能

・ 省ＯＡ利用者管理機能

・ ウイルス対策機能

・ 申請機能

・ 物品管理機能

・ 仮想サーバプロビジョニング機能

・ 仮想サーバイメージ作成機能

・ 仮想サーバイメージ管理機能

部外系シス

テム

省ＯＡ利用者向け機

能

主な機能は次のとおり。

・ インターネット電子メール機能

・ インターネット Web 閲覧機能
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・ 文書閲覧機能

運用管理等機能 主な機能は次のとおり。

・ 運用管理機能

・ バックアップ機能

・ 障害検知機能

・ ユーザ管理機能

・ ウイルス対策機能

・ シングルサインオン認証機能

・ 仮想サーバプロビジョニング機能

・ 仮想サーバイメージ作成機能

・ 仮想サーバイメージ管理機能

エ 対象業務の内容

契約相手方は、省ＯＡ全般の運用管理を担当する職員（以下「官」という。）

が貸与する管理者マニュアル（構築事業者がシステム導入教育に伴って作成

する官向けのシステム取扱説明書をいう。以下同じ。）等のほか、本業務を実

施する上で必要となる資料に基づき、省ＯＡの仕様及び接続形態並びに省Ｏ

Ａに関連する省ＯＡ以外のシステム（ＤＩＩを含む。）との連接形態を十分に

熟知した上で、必要に応じて官等と連携して作業を行うものとする。

なお、各機関等の長が定めた立入禁止場所等に立ち入る必要がある場合は、

各機関等の立入手続に従い官を通じて立入手続を実施する。

また、各作業の実施に当たっては、業務実施要領書（別添１「防衛省中央

ＯＡネットワーク・システム運用管理役務調達仕様書（案）」（以下「本業務

の調達仕様書」という。）に基づき契約相手方が作成する成果物をいう。以下

同じ。）に従うものとする。

契約相手方が実施する各作業に関する要件は次のとおりとする。

（ア）サービスデスク

ａ 省ＯＡの利用方法の問合せ対応

ｂ 申請、障害（省ＯＡの運用において脅威となり得る事案又は省ＯＡの

機密性、完全性若しくは可用性が侵害されるセキュリティ上の重大な事

案をいう。以下同じ。）等の受付業務の対応

ｃ 防衛省内向けの省ＯＡに関するホームページの管理

ｄ ログイン認証に使用するＩＣカードの登録、削除等の管理及びＩＣ

カード忘失時の臨時ＩＣカード割り当て、パスワード初期化作業

ｅ ファイルサーバのアクセス権管理

ｆ 防衛省携帯のアカウント申請によるＤＩＩへのアカウント情報提供

（イ）障害管理

障害の一次切り分け及び軽微な障害（保守役務契約相手方による対応が

不要なものをいう。）からの復旧を行う。また、保守窓口対応として、保

守役務契約相手方との調整（障害対応に伴うシステムの再起動、復旧後の

動作確認等の支援をいう。）を行う。
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（ウ）問題管理

官が実施する省ＯＡの運用、システム継続訓練等への技術的な支援を行

い、官が作成する非常時におけるシステム復旧要領の作成支援及び技術的

な支援を行う。

（エ）変更管理

ソフトウェア修正版の適用及び配布を行う。

（オ）リリース管理

ａ ファイルサーバのアクセス権管理

ｂ ウイルス定義体及びセキュリティパッチの適用及び配布

ｃ 省ＯＡ利用者の登録、削除等のデータ管理及び端末類のマスタ管理

ｄ 設置場所変更に伴う個人端末及びプリンタ類の設定変更

ｅ 省ＯＡ利用者からの申請に伴う周辺機器、ストレージ装置等のハー

ドウェアの接続並びにソフトウェアのインストール及び修正版の適用

ｆ ネットワーク機器の設定変更等

（カ）構成管理

省ＯＡ利用者、ハードウェア及びソフトウェア管理台帳の作成及び更新

並びに情報資産管理標準シートの管理を行う。

（キ）保全管理

ａ 省ＯＡの運用管理ツールによるハードウェア及びソフトウェアの状

況監視、各種ログの確認及びトラフィック情報の管理

ｂ プリンタ類の印刷枚数の確認

ｃ 計画停電後におけるネットワーク機器の導通確認

ｄ 定期バックアップの実施及びバックアップテープの世代管理

（ク）セキュリティ管理

ａ 定期的な運用状況の報告及びセキュリティリスクの分析

ｂ セキュリティインシデント発生時における調査及び対応

（ケ）役務実施報告

本業務の実施内容について、役務実施日報、役務実施週報、役務実施月

報及び役務実施年間報告書を作成し、運用状況について報告を行う。

（２）確保されるべき対象業務の質

本業務は、省ＯＡの継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供に資する必要

があることから、契約相手方が確保すべき公共サービスの質に係る月毎の達成

目標を次のとおりとするとともに、それぞれサービスレベルアグリーメント

（ＳＬＡ）を締結すること。

ア 業務内容

２（１）エに示す本業務を適切に実施すること。

イ 稼動率

契約相手方が本業務を実施しなければならない時間に対して、省ＯＡが正

常に稼動している時間の比率（以下「稼動率」という。）は、毎月９９.９%以

上とすること。なお、稼動率は、次の計算式で算出する。当該計算式におい
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て、停止時間とは、省ＯＡの運用管理の不備を直接の原因として停止した時

間（２（１）エ（ア）に掲げるものをいう。）とし、省ＯＡの運用管理の不備

を直接の原因としない時間（２（１）エ（イ）に掲げるものをいう。）は含ま

ない。また、算出の対象とする機能は、表３のとおりとする。

なお、停止時間を算出するに当たっては、省ＯＡ利用者からの問合せ件数

が増加する等、業務に重大な影響を及ぼすものを対象とするとともに、影響

を受けた端末類等の比率を係数として乗算するものとする。

・ （１ヶ月の稼動予定時間－１ヶ月の停止時間）／１ヶ月の稼動予定時間

×１００

（ア）省ＯＡの運用管理の不備を直接の原因として停止した時間

省ＯＡの運用管理の不備を直接の原因として停止した時間は、次のとお

りとし、内容に疑義が生じた場合は、官と協議するものとする。

ａ 障害検知の不備（運用管理端末におけるアラート表示の未確認等）に

伴い省ＯＡが停止した場合における停止してから復旧するまでの時間

ｂ 契約相手方の人為的な誤りにより省ＯＡが停止した場合における停止

してから復旧するまでの時間

ｃ 上記ａ及びｂのほか、省ＯＡが停止した場合（ハードウェア及びソフ

トウェアの物理的な不具合によるもの、又は関連システムの影響による

不具合を除く。）における停止してから復旧するまでの時間

（イ）省ＯＡの運用管理の不備を原因としない停止時間

省ＯＡの運用管理の不備を原因としない停止時間は、次のとおりとし、

内容に疑義が生じた場合は、官と協議するものとする。

ａ 計画停電に伴い省ＯＡが停止した場合における停止してから復旧する

までの時間

ｂ 電力供給側の原因による対象拠点の停電に伴い省ＯＡが停止した場合

における停止してから復旧するまでの時間

ｃ 省ＯＡの計画保守に伴い省ＯＡが停止した場合における停止してから

復旧するまでの時間

ｄ 省ＯＡの停止原因がハードウェア及びソフトウェアの物理的な不具合

を原因とする場合であって、当該ハードウェア及びソフトウェアの保守

対応に伴い省ＯＡが停止したときの停止してから復旧するまでの時間

ｅ 関連システムの不具合により省ＯＡが停止した場合における停止して

から復旧するまでの時間（停止原因の切り分けに要する時間を含む。）

ウ 問合せに対する当日中の対応完了率

省ＯＡ利用者からの問合せに対する当日中の対応完了率は、月平均で７

０％以上とすること。

なお、対応完了率は、次の計算式で算出する。

・ 当日中の対応完了数／当日中の問合せ件数×１００

エ 障害管理、システム復旧及び問題管理業務

（ア）障害を検知（省ＯＡ利用者からの連絡又は運用管理ツールで障害を認識
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することをいう。以下同じ。）してから官へ通知するまでの時間は、検知後

全て３０分以内とすること。

（イ）障害の復旧作業が完了してから、官へ通知するまでの時間は、復旧後全

て３０分以内にとすること。

オ 本業務に係るアンケート調査及びその結果の基準

年に１回の割合で各機関等担当者、各機関等における課室等担当者等に対

して、次の項目の満足度について別紙１「防衛省中央ＯＡネットワーク・シ

ステム運用管理役務に関する満足度調査」に示したアンケートを官が実施す

ることから、これを支援し、結果として、回答率８０％以上で平均７５点以

上を獲得すること。この場合において、各質問とも、「満足」（配点１００点）、

「ほぼ満足」（同８０点）、「普通」（同６０点）、「やや不満」（同４０点）及び

「不満」（同０点）から採点し、各省ＯＡ利用者ごとの４つの回答の平均点（１

００点満点）を算出するものとする。

（ア）問合せから回答までに要した時間

（イ）回答又は手順に対する説明の分かりやすさ

（ウ）回答又は手順に対する結果の正確性

（エ）担当者の対応（言葉遣い、親切さ、丁寧さ等）

（３）請負業務の引継ぎ

ア 現行の契約相手方からの引継ぎ

契約相手方は、本業務の開始日までに、業務内容を明らかにした書類等に

より、現行の契約相手方（令和４年２月末までの本業務の契約相手方をいう。

以下同じ。）及び機器構築事業者から業務の引継ぎを受けるものとする。この

場合において、官は、現行の契約相手方からの引継ぎが円滑に実施されるよ

う、現行の契約相手方及び契約相手方に対して必要な措置を講ずるとともに、

引継ぎの内容について完了したことを確認するものとする。

なお、現行の契約相手方及び機器構築事業者が引継ぎを行うに当たり、必

要となる費用は、現行の契約相手方及び機器構築事業者の負担となる。

イ 請負期間満了の際、事業者変更が生じた場合の引継ぎ

本業務の終了に伴い契約相手方が変更となる場合には、契約相手方は、次

期（令和７年度を予定。以下同じ。）の本業務の開始日までに、業務内容を明

らかにした書類等により、次期の契約相手方に対し、引継ぎを行うものとす

る。

なお、契約相手方が引継ぎを行うに当たり、必要となる費用は、契約相手

方の負担とする。

（４）契約の形態及び支払

ア 契約の形態は、業務請負契約とする。

イ 防衛省は、本業務の契約履行に関し、本業務の調達仕様書に定めた内容に

基づく監督、検査等を実施する等して適正に実施されていることを確認した

上で、毎月、適正な支払請求書を受領した日から３０日以内に、契約金額を

支払うものとする。
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確認の結果、確保されるべき対象業務の質が達成されていないと認められ

る場合、又は達成できないおそれがある場合は、防衛省は、確保されるべき

対象業務の質の達成に必要な範囲で、契約相手方に対して本業務の実施方法

の改善を行うよう指示することができる。

契約相手方は、当該指示を受けて本業務の実施方法を改善した上で、業務

改善報告書を速やかに防衛省に提出するものとする。防衛省は、業務改善報

告書の提出から１ヶ月の範囲で、業務改善報告書の内容が、確保されるべき

対象業務の質が達成可能なものであると認められるまで、請負費用の支払を

行わないことができる。

なお、請負費用は、本業務開始以降の役務提供に対して支払われるものと

し、契約相手方が行う準備行為等に対して、契約相手方に発生した費用は、

契約相手方の負担とする。

（５）法令改正に伴う増加費用及び損害の負担

法令の改正に伴い契約相手方に生じた合理的な増加費用及び損害のうち、次

のアからウのいずれかに該当する場合には防衛省が負担し、それ以外の場合に

ついては契約相手方が負担する。

ア 本業務に影響を及ぼす法令改正及び税制度の新設

イ 消費税その他の税制度の新設又は改正（税率の変更を含む。）

ウ 上記ア及びイのほか、法人税その他の税制度の新設又は改正以外の税制度

の新設又は改正（税率の変更を含む。）

３ 役務期間等に関する事項

（１）役務期間

本業務の役務期間は令和４年３月１日から令和８年２月２８日までとする。

なお、契約締結後から令和４年２月２８日までの間については、現行省ＯＡ

の契約相手方及び機器構築事業者からの引継ぎ期間とする。省ＯＡシステムの

運用及び整備スケジュールについては、別紙２「防衛省中央ＯＡネットワーク・

システム 運用及び整備スケジュール」に示す。

（２）役務時間

役務時間は当該期間中の全ての時間を基準とし、平日８時３０分から２１時

００分までの間は、２（１）エに揚げる業務のうち防衛省市ヶ谷地区において

対応する必要のある業務を実施できる体制を確保すること。

（３）役務場所

役務場所は、年末年始（１２月２９日から１月３日までの間）を除く平日８

時３０分から２１時００分までについては、防衛省市ヶ谷地区の官が指定する

場所又は契約相手方が用意する役務事務所とする。なお、平日８時３０分から

２１時００分以外の時間での実施場所は、防衛省市ヶ谷地区への入構まで徒歩

で３０分以内に到着することが可能な契約相手方が用意する役務事務所で勤務

すること。
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４ 入札参加資格に関する事項

（１）法第１５条において準用する法第１０条各号（第１１号を除く。）に掲げる

者に該当しないこと。

（２）予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」とい

う。）第７０条に掲げる者に該当しない者であること。

なお、未成年者、被保佐人又は被補助人であって、契約締結のために必要な

同意を得ている者は、同条中、特別な理由がある場合に該当するものとする。

（３）予決令第７１条に掲げる者に該当しない者であること。

（４）令和元年度、２年度及び３年度防衛省競争参加資格（全省庁統一資格）の

「役務の提供等」においてＡ等級、Ｂ等級又はＣ等級に格付され関東・甲信

越地域の競争参加資格を有する者（以下「競争参加資格者」という。）である

こと。

（５）法人税並びに消費税及び地方消費税の滞納がないこと。

（６）労働保険、厚生年金保険等の適用を受けている場合は、保険料等の滞納がな

いこと。

（７）防衛省及び他府省等における物品等の契約に係る指名停止措置要領に基づく

指名停止を受けている期間中でないこと。

（８）令和３年度に導入する省ＯＡの導入に伴う調査研究又は本業務の調達仕様書

の作成に直接関与した事業者及びその関連事業者（財務諸表等の用語、様式

及び作成方法に関する規則（昭和３８年大蔵省令第５９号）第８条に規定す

る親会社及び子会社、同一の親会社をもつ会社、委託先事業者等の緊密な利

害関係を有する事業者をいう。）でないこと。

（９）本業務の調達仕様書の妥当性確認並びに入札事業者の審査に関する業務を行

うＣＩＯ補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者又は過去２年間に属

していた事業者でないこと。また、ＣＩＯ補佐官及びその支援スタッフ等が

その職を辞職した後に所属する事業者の所属部門（辞職後の期間が２年に満

たない場合に限る。）でないこと。

（１０）JIS Q 15001適合評価制度によりプライバシーマークの付与認定を受けて

いる、又はこれと同等の個人情報保護措置を講ずる体制を整備しているこ

と。

（１１）JIS Q 9001（ISO9001)審査登録制度の認証を取得している、又はこれと同

等のソフトウェア開発プロセス改善活動等に対する品質マネジメントシス

テムを確立していること。

（１２）本業務を履行する契約相手方の部門が、JIS Q 27001（ISO27001)適合性評

価制度の認証を取得し、又はこれと同等の情報セキュリティ管理システム

を確立していること。

（１３）単独で本業務を行えない場合、又は単独で実施するより業務上の優位性が

あると判断する場合には、適正に業務を実施できる入札参加グループを結

成し、入札に参加することができるものとする。この場合において、入札

書類提出時までに入札参加グループを結成し、上記（１）から（１２）ま
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でを満たす者の中から代表者を定め、他の者は構成員として参加するもの

とする。

なお、構成員は、少なくとも上記（１）から（３）まで及び（５）から

（９）までの全ての入札資格を満たす必要があり、他の入札参加グループ

の代表者又は構成員となること、又は単独で参加することはできない。

また、入札参加グループの代表者及び構成員は、入札参加グループの結成

に関する協定書（又はこれに類する書類）を作成し、提出すること。

（１４）（１０）の JIS Q 15001及び（１１）の JIS Q 9001（ISO9001)の取得につ

いては、新規及び更新の手続等により入札参加時に取得が困難である場合

は、防衛省の事前の了承を得て、業務開始時までに取得すること。

５ 入札に参加する者の募集に関する事項

（１）入札に関するスケジュール（予定）

ア 入札公告 令和３年１０月上旬

イ 質問受付期限 令和３年１１月下旬頃

ウ 資料閲覧期限 令和３年１２月上旬頃

エ 提案書提出期限 令和３年１２月上旬頃

オ 入札参加者によるプレゼンテーション 令和３年１２月上旬

カ 提案書の審査 令和３年１２月中旬頃

キ 入札書提出期限 令和３年１２月下旬頃

ク 開札及び落札事業者の決定 令和３年１２月下旬頃

ケ 契約締結 令和４年１月上旬頃

コ 現行の契約相手方からの引継ぎ等 契約締結から２月末

（２）資料の閲覧

本業務への入札を検討するに当たり、提案書作成のために資料を閲覧する必

要がある場合、次の資料について、所定の手続により防衛省市ヶ谷地区におい

て閲覧可能とする。

ア 現行の本業務の調達仕様書、運用実施要領書及び提出書類（役務実施状況

を確認できる役務実施年間報告書等を含む。）

イ 現行の管理者マニュアル、防衛省ＯＡシステム基盤借上調達仕様書及び提

出書類（ハードウェア構成、ソフトウェア構成等が確認できるシステム構成

書等を含む。）

ウ 本業務の調達仕様書 1.3に示す引用文書等

（３）入札書類

入札参加者は、次の入札書類を、別に定める入札説明書に記載された期日及

び方法に従い提出すること。

ア 提案書

別添２「防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務総合評価基

準書（案）（以下「総合評価基準書」という。）」に示した各要求項目について

具体的な提案（創意工夫を含む。）を行い、各要求項目を満たすことができる

- 10 -

12/128



  

 

 

  

 

  

 

  

 

  

 

  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ことを証明する書類

イ 下見積書

人件費の単価証明書及び物件費の価格証明書を含んだ下見積書（契約後に

発生する費用のみとする。）

ウ 入札書

入札金額（契約期間内の全ての請負業務に対する報酬の総額の１１０分の

１００に相当する金額）を記載した書類（消費税率については、入札時の税

率に応じて適宜修正する。また、入札参加者ごとに税率の想定が異なること

を避けるため、具体的に明示すること。）

エ 委任状

代理人に委任したことを証明する書類（代理人による入札を行う場合に限

る。）

オ 競争参加資格審査結果通知書の写し

競争参加資格者であることを証明する審査結果通知書の写し

カ 理由書

電子入札システムにより入札を行うことができない旨の理由を示した書

類（電子入札システムによる入札を行う場合は不要とする。）

キ 法第１５条において準用する法第１０条に規定する欠格事由のうち、暴力

団排除に関する規程について評価するために必要な書類（委託先及び再委託

先が暴力団排除条項に該当しないこと、及び暴力団又は暴力団関係者を再委

託先としないことを誓約する書類を含む。）

ク 法人税並びに消費税及び地方消費税の直近の納税証明書

ケ 主たる事業概要、従業員数、事業所の所在地、代表者略歴又は主要株主構

成が、他の者との間で競争の導入による公共サービスの改革に関する法律施

行令（平成１８年政令第２２８号）第３条に規定する特定支配関係にある場

合は、その者に関する当該情報

コ 入札参加グループによる参加の場合は、入札参加グループ内部の役割分担

について定めた協定書又はこれに類する書類

６ 契約相手方の決定に関する事項

契約相手方の決定に関する事項は次のとおりとする。

なお、詳細は総合評価基準書を基本とする。

（１）評価方法

契約相手方の決定は、総合評価落札方式によるものとする。

なお、技術の評価を防衛省が実施するに当たっては、入札手続の中立性、公

正性等を確保するため、防衛省のＣＩＯ補佐官に意見を聴くものとする。

また、総合評価は、価格点（入札価格の得点をいう。以下同じ。）に技術点（提

案書による得点をいう。以下同じ。）を加えて得た点数（以下｢総合評価点｣とい

う。）をもって行う。
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価格点と技術点の配分

価格点の配分：技術点の配分 ＝ １：１

総合評価点 ＝ 価格点（１，２００点満点）＋ 技術点（１，２００点満点） 

（２）合否の決定

総合評価基準書の評価項目において必須と定められた要求要件を全て満た

している場合に「合格」とし、一つでも欠ける場合は「不合格」とする。

（３）総合評価点

ア 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じて得た値に入

札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。

価格点 ＝ （１－入札価格÷予定価格）× １，２００点

イ 技術点の評価は次のとおりとする。

（ア）全ての仕様を満たした提案書を「合格」とし、基礎点として１００点

を与える。

（イ）合格した提案書について、総合評価基準書に基づき、加点部分の評価

を行う。加点部分の評価は、次の評価基準に基づき点数化する。 

① 評価基準

評価 評価基準 

◎ 提案内容が特に優れている。 

○ 提案内容が優れている。 

△ 提案内容が標準的である。 

× 要件は満たしているが、加点すべき要素がない。 

② 配点表

評価 評価基準

区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 

◎ ５０点 ４０点 ３０点 ２０点 －

○ ４０点 ３０点 ２０点 １０点 １０点 

△ ２０点 １５点 １０点 ５点 －

× ０点 ０点 ０点 ０点 ０点

（ウ）技術点は基礎点と加点の合計点とする。

技術点 ＝ 基礎点（１００点） ＋ 加点（１，１００点）

（４）落札者の決定

ア 総合評価基準書に示す全ての要求要件を満たし、入札者の入札価格が予決

令第７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、か

つ、「総合評価点」の最も高い者を落札者とする。ただし、予決令第８４条の

規定に該当する場合は、予決令第８５条の基準を適用するため、基準に該当

する入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合において、入札

参加者は防衛省の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。

イ 上記アに規定する調査の結果、会計法（昭和２２年法律第３５号）第２９

条の６第１項ただし書きの規定に該当すると認められる場合は、その定める

- 12 -

14/128



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  

  

  

  

  

 

  

 

ところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とすることが

ある。

（会計法第２９条の６第１項ただし書きの抜粋）

相手方となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契

約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認められるとき、又はそ

の者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあ

って著しく不適当であると認められるとき

ウ 落札者となるべき者が２人以上ある場合は、直ちに当該落札者となるべき

者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、落札者となるべき

者又はその代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関係

のない防衛省職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するものとす

る。

エ 落札者が決定した場合は、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、

落札者の決定理由並びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施

方法の概要について公表するものとする。

（５）落札決定の取消し

落札者が、契約担当官等から求められたにもかかわらず契約書の締結を行わ

ない場合は、落札者の決定を取り消すものとする。ただし、契約担当官等が、

正当な理由があると認めたときはこの限りでない。

（６）落札者が決定しなかった場合の措置

初回の入札において入札参加者がなかった場合、必須項目を全て満たす入札

参加者がなかった場合又は再度の入札を行ってもなお落札者が決定しなかっ

た場合は、原則として、入札条件等を見直した後、再度公告を行う。

なお、再度の入札によっても落札者となるべき者が決定しない場合又は本業

務の実施に必要な期間が確保できない等やむを得ない場合は、本業務は、官が

自ら実施することとし、その理由を総務省官民競争入札等監理委員会（以下「監

理委員会」という。）に報告するとともに、その旨を公表するものとする。

７ 従来の実施状況に関する情報の開示に関する事項

対象業務に関して、次の情報は別紙３｢従来の実施状況に関する情報の開示」に

示すとおり開示する。

（１） 従来の実施に要した費用

（２） 従来の実施に要した人員

（３） 従来の実施に要した施設及び設備

（４） 従来の実施における目的の達成の程度

（５） 従来の実施方法等

８ 契約相手方に使用させることができる国有財産に関する事項

（１）国有財産の使用

契約相手方は、本業務の遂行に伴い、次の施設、設備等を適切な管理の下、
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無償で使用することができる。

ア 業務に必要な電気設備

イ その他、防衛省と協議し承認された施設、設備等

（２）国有財産の使用制限

契約相手方は、上記（１）の国有財産について、本業務の実施及び実施に付

随する業務以外の目的で使用し、又は利用してはならない。

ア 契約相手方は、あらかじめ防衛省と協議した上で、防衛省の業務に支障を

来さない範囲内において、施設内に本業務の実施に必要な設備等を持ち込む

ことができる。

イ 契約相手方は、アで設備等を設置した場合は、設備等の使用を終了又は中

止した後、直ちに必要な原状回復を行う。

ウ 契約相手方は、既存の建築物、工作物等に汚損、損傷（機器の故障等を含

む。以下同じ。）等を与えないよう十分に注意し、損傷が生じるおそれがある

場合は、養生を行うものとする。損傷が生じた場合は、契約相手方の責任と

負担において速やかに復旧しなければならない。

９ 契約相手方が講ずべき措置に関する事項

（１）報告、立入検査等

ア 報告等

（ア）契約相手方は、本業務を実施した場合は、本業務の調達仕様書に基づ

く報告書を防衛省に提出しなければならない。

（イ）契約相手方は、本業務の実施又は完了に影響を及ぼす重要な事項の変

更が生じた場合は、直ちに防衛省に報告するものとする。

（ウ）上記（ア）及び（イ）のほか、契約相手方は、契約期間中において、

必要に応じて防衛省から報告を求められた場合は、適宜報告を行うもの

とする。

イ 立入検査

（ア）防衛省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要がある

と認める場合は、法第２６条第１項に基づき、契約相手方に対し必要な

報告を求め、又は防衛省職員が契約相手方の事務所に立ち入り、当該業

務の実施の状況若しくは記録、帳簿書類その他の物件を検査し、又は関

係者に質問（以下「立入検査」という。）することができる。

（イ）立入検査をする防衛省職員は、当該立入検査が法第２６条第１項に基

づくものであることを契約相手方に明示するとともに、その身分を示す

証明書を関係者に提示するものとする。

ウ 指示

防衛省は、本業務の適正かつ確実な実施を確保するために必要と認める場

合は、契約相手方に対し、必要な措置を採るべきことを指示することができ

る。

（２）秘密を適正に取り扱うために必要な措置
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ア 契約相手方は、本業務の実施に伴い知り得た防衛省の情報等（公知の事実

等を除く。）を、第三者に漏らし、盗用し、又は本業務以外の目的のために利

用してはならない。契約相手方が秘密を漏らし、又は盗用した場合は、法第

５４条に規定する罰則の適用がある。

イ 契約相手方は、防衛省から提供された個人情報及び業務上知り得た個人情

報について、個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号）に基

づき、適切な管理を行わなくてはならない。また、当該個人情報については、

本業務以外の目的のために利用してはならない。

ウ 契約相手方は、本業務の実施に伴い知り得た保護情報の取扱いに当たって

は、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について（通

達）（防経装第９２４６号。２１.７.３１）における別紙「装備品等及び役務

の調達における情報セキュリティの確保における特約条項」及び添付資料

「調達における情報セキュリティ基準」に基づき、次の事項に関して、別添

３別紙２「秘密保持に関する誓約書」に署名するとともに、当該誓約書の記

載事項を遵守しなければならない。

なお、保護情報の詳細については、本業務の調達仕様書のとおりとする。

（ア）情報の複製等の制限

（イ）情報の漏えい等の事案の発生時における対応

（ウ）請負業務終了時の情報の消去・廃棄（復元不可能とすることをいう。）

及び返却

（エ）内部管理体制の確立

（オ）情報セキュリティの運用状況の検査に応じる義務

（カ）契約相手方の事業責任者及び請負業務に従事する者全てに対しての守

秘義務及び情報セキュリティ要求事項の遵守

エ 上記アからウまでのほか、防衛省は、契約相手方に対し、本業務の適正か

つ確実な実施を確保するために必要な範囲で、秘密を適正に取り扱うために

必要な措置を採るべきことを指示することができる。

（３）契約に基づき契約相手方が講ずべき措置

ア 請負業務開始

契約相手方は、本業務の開始日から確実に業務を開始すること。

イ 権利の譲渡

契約相手方は、債務の履行を第三者に引き受けさせ、又は契約から生じ

る一切の権利若しくは義務を第三者に譲渡し、承継せしめ、若しくは担保

に供してはならない。ただし、書面による防衛省の事前の承認を得た場合

は、この限りではない。

ウ 権利義務の帰属等

（ア）本業務の実施が第三者の特許権、著作権その他の権利と抵触する場合

は、契約相手方は、その責任において、必要な措置を講じなくてはなら

ない。

（イ）契約相手方は、本業務の実施状況を公表しようとする場合は、あらか
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じめ、防衛省の承認を受けなければならない。

エ 契約不適合責任

（ア）防衛省は、成果物の引渡し後に発見された契約不適合と認められる箇

所について、引渡し後１年間は、契約相手方に補修を請求できるものと

し、補修に必要な費用は、全て契約相手方の負担とする。

（イ）成果物の契約不適合と認められる箇所が契約相手方の責に帰すべき事

由によるものである場合は、防衛省は、これによって生じた損害の賠償

を上記（ア）の請求に併せて請求することができる。

オ 再委託

（ア）契約相手方は、本業務の実施に当たり、その全部を一括して再委託し

てはならない。また、法第１５条において準用する法第１０条各号（第

１１号を除く。）に規定する者に再委託してはならない。

（イ）契約相手方は、本業務の実施に当たり、その一部について再委託を行

う場合には、再委託先の事業者名、再委託先に委託する業務の範囲、再

委託を行うことの合理性及び必要性、再委託先の履行能力並びに報告徴

収、個人情報の管理その他運営管理の方法（以下「再委託先等」とい

う。）について記載した文書を提出しなければならない。

（ウ）契約相手方は、契約締結後やむを得ない事情により再委託を行う場合

には、再委託先等を明らかにした上で、防衛省の承認を受けなければな

らない。

（エ）契約相手方は、上記（イ）又は（ウ）により再委託を行う場合には、

契約相手方が防衛省に対して負う義務を適切に履行するため、再委託先

の事業者に対し９（２）及び（３）に規定する事項その他の事項につい

て、必要な措置を講じさせるとともに、再委託先から必要な報告を聴取

しなければならない。

（オ）上記（イ）又は（ウ）に基づき再委託先の事業者に義務を実施させる

場合は、全て契約相手方の責任において行うものとし、再委託先の事業

者の責に帰すべき事由については、契約相手方の責に帰すべき事由とみ

なして、契約相手方が責任を負うものとする。

カ 契約内容の変更

防衛省及び契約相手方は、本業務の改善、経済情勢の変動、天災地変の

発生又は関係法令の制定若しくは改廃その他契約の締結の際、予測できな

かった著しい変更が生じたことにより本業務を実施することが不適当と認

められる場合は、協議により、契約の内容を変更することができる。ま

た、本契約の内容を変更しようとする場合は、あらかじめ変更の理由を提

出し、双方の承認を受けるとともに法第２１条の規定に基づく手続を適切

に行わなければならない。

キ 機器更新等の際における措置

防衛省は、次の（ア）から（ウ）までのいずれかに該当する場合は、契

約相手方にその旨を通知するとともに、契約相手方と協議の上、契約を変
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更することができる。

（ア）ハードウェアの新設、更新又は撤去、ソフトウェアの更新等に伴い運

用管理対象機器の一部に変更が生じる場合

（イ）セキュリティ対策の強化等により業務内容に変更が生じる場合

（ウ）防衛省の組織改編又は人員増減に伴う省ＯＡ利用者数の変動等により

業務量に変動が生じる場合

ク 契約の解除

防衛省は、契約相手方が次の（ア）から（オ）までのいずれかに該当す

る場合は、契約相手方に対し請負費用の支払を停止し、又は契約を解除若

しくは変更することができる。この場合、契約相手方は防衛省に対して、

契約金額から消費税及び地方消費税を差し引いた金額の１００分の１０に

相当する金額を違約金として支払わなければならない。算定方法について

は、防衛省の定めるところによる。ただし、同金額を超過する増加費用及

び損害が発生したときは、超過分の請求を妨げるものではない。

また、契約相手方は、防衛省との協議に基づき、本業務の処理が完了す

るまでの間、責任を持って当該処理を行わなければならない。

（ア）法第２２条第１項イからチまで又は同項第２号に該当する場合

（イ）暴力団員を、業務を統括する者又は従業員としていることが明らかに

なった場合

（ウ）暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していることが明らかに

なった場合

（エ）再委託先が、暴力団若しくは暴力団員により実質的に経営を支配され

る事業を行う者又はこれに準ずる者に該当する旨の通知を、警察当局か

ら受けた場合

（オ）再委託先が暴力団又は暴力団関係者と知りながらそれを容認して再委

託契約を継続させている場合

ケ 談合等不正行為

契約相手方は、防衛省が定める「談合等の不正行為に関する特約条項」

に従うものとする。

コ 損害賠償

契約相手方は、契約相手方の故意又は過失に伴い防衛省に損害を与えた場

合は、防衛省に対し、その損害について賠償する責任を負う。また、防衛省

は、契約の解除及び違約金の徴収をしたときでも、損害賠償の請求を行うこ

とができる。

なお、防衛省から契約相手方に損害賠償を請求する場合において、原因

を同じくする支払済の違約金があるときは、原因を同じくする損害賠償に

ついて、当該違約金を支払済額とみなす。

サ 不可抗力免責及び危険負担

防衛省及び契約相手方の責に帰すことのできない事由により契約期間中

に物件が滅失し、又は毀損し、その結果、防衛省が物件を使用することが 
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できなくなった場合は、契約相手方は、当該事由が生じた日の翌日以後の

契約期間に係る請負費用の支払を請求することができない。

シ 金品等の授受の禁止

契約相手方は、本業務の実施において、金品等を受け取ること、又は与

えることをしてはならない。

ス 宣伝行為の禁止

契約相手方及び本業務に従事する者は、本業務の実施に当たっては、自

ら行う業務の宣伝を行ってはならない。また、本業務の実施をもって、第

三者に対し誤解を与えるような行為をしてはならない。

セ 法令等の遵守

契約相手方は、本業務を実施するに当たり適用を受ける関係法令等を遵

守しなくてはならない。

ソ 安全衛生

契約相手方は、本業務に従事する者の労働安全衛生に関する労務管理に

ついて、責任者を定め、関係法令に従って行わなければならない。

タ 記録及び帳簿類の保管

契約相手方は、本業務に関して作成した記録及び帳簿類を、本業務を終

了し、又は中止した日の属する年度の翌年度から起算して５年間保管しな

ければならない。

チ 契約の解釈

契約に定めのない事項及び契約に関して生じた疑義は、防衛省と契約相

手方との間で協議して解決する。

１０ 本業務を実施するに当たり第三者に損害を加えた場合において、その損害の

賠償に関し契約により本業務契約相手方が負うべき責任に関する事項

本業務を実施するに当たり、契約相手方及び本業務に従事する者が、故意又

は過失により、本業務の受益者等の第三者に損害を加えた場合の対応は、次の

とおりとする。

（１）防衛省が国家賠償法（昭和２２年法律第１２５号）第１条第１項等の規定に

基づき当該第三者に対する賠償を行った場合は、防衛省は契約相手方に対

し、当該第三者に支払った損害賠償額（当該損害の発生について防衛省の責

に帰すべき理由が存する場合は、防衛省が自ら賠償の責に任ずべき金額を超

える部分に限る。）について求償することができる。

（２）契約相手方が民法（明治２９年法律第８９号）第７０９条等の規定に基づき

当該第三者に対する賠償を行った場合であって、当該損害の発生について防

衛省の責に帰すべき理由が存する場合は、契約相手方は防衛省に対し、当該

第三者に支払った損害賠償額のうち自ら賠償の責に任ずべき金額を超える部

分を求償することができる。

１１ 法第７条第８項に規定する評価に関する事項
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（１）本業務の実施状況に関する調査の時期

防衛省は、本業務の実施状況について、総務大臣が行う評価の時期（令和６

年５月を予定）を踏まえ、本業務開始後、毎年２月に調査する。

（２）調査項目及び実施方法

ア 業務の内容

週次報告、月次報告及び年次報告により調査

イ 契約相手方の責に帰すべき理由によりシステムが停止した件数

週次報告、月次報告及び年次報告により調査

ウ 障害を検知してから官へ通知するまでの時間

週次報告、月次報告及び年次報告により調査

エ 障害の復旧作業が完了してから、官へ通知するまでの時間

週次報告、月次報告及び年次報告により調査

オ 本業務に係るアンケート調査結果

各年度において、省ＯＡ利用者に対する年１回のアンケート実施結果によ

り調査

（３）意見聴取等

防衛省は、必要に応じ、契約相手方から意見の聴取を行うことができるもの

とする。

（４）実施状況等の提出時期

防衛省は、令和６年５月を目途として、本業務の実施状況等を総務大臣及び

監理委員会へ提出する。

なお、調査報告を総務大臣及び監理委員会に提出するに当たっては、防衛省

のＣＩＯ補佐官及び外部有識者の意見を聴くものとする。

１２ その他業務の実施に関し必要な事項

（１）本業務の実施状況等の監理委員会への報告

防衛省は、法第２６条及び第２７条に基づく報告徴収、立入検査、指示等を

行った場合には、その都度、措置の内容及び理由並びに結果の概要を監理委員

会へ報告するものとする。

（２）防衛省の監督及び検査体制

本契約に係る監督及び検査は、官、契約担当官等が立会い、指示その他適切

な方法によって行うものとする。

（３）契約相手方の責務

ア 契約相手方は、刑法（明治４０年法律第４５号）その他の罰則の適用につ

いては、法令により公務に従事する職員とみなされる。

イ 契約相手方は、法第５４条の規定に該当する場合は、１年以下の懲役又は

５０万円以下の罰金に処される。

ウ 契約相手方は、法第５５条の規定に該当する場合は、３０万円以下の罰金

に処される。

なお、法第５６条により、法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使
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用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、法第５５条の規定に

違反した場合は、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同条の刑を

科する。

エ 契約相手方は、会計検査院法（昭和２２年法律第７３号）第２３条第１項

第７号に規定する者に該当することから、会計検査院が必要と認める場合に

は、同法第２５条及び第２６条に基づき、同院の実地の検査を受けたり、同

院から直接又は防衛省を通じて、資料又は報告等の提出を求められたり、質

問を受けたりすることがある。

（４）著作権

ア 契約相手方は、本業務の目的として作成される成果物に関し、著作権法（昭

和４５年法律第４８号）第２７条及び第２８条を含む著作権の全てを防衛省

に無償で譲渡するものとする。

イ 契約相手方は、成果物に関する著作者人格権（著作権法第１８条から第２

０条までに規定された権利をいう。）を行使しないものとする。ただし、防衛

省が承認した場合は、この限りではない。

ウ 上記ア及びイにかかわらず、成果物に契約相手方が既に著作権を保有して

いるもの（以下「契約相手方著作物」という。）が組み込まれている場合は、

当該契約相手方著作物の著作権についてのみ、契約相手方に帰属する。

エ 提出される成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合には、契

約相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担及び使用許諾契約等に係

る一切の手続を行うものとする。

（５）本業務の調達仕様書

本業務を実施する際に必要な仕様は、本業務の調達仕様書に示すとおりであ

る。
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【別紙１】

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務に関する満足度調査

　この調査は、防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務のサービスデスクサ
ポートについて、確保されるべきサービスの質を検討するため、サービスデスク利用者を対
象に利用満足度を調査するものです。
　つきましては、次の４つの質問に対して、それぞれ「満足」から「不満足」までのいずれ
かに該当する番号を記入して下さい。

１　お問い合わせから回答までに要した時間について満足されましたか。
　　①満足
　　②ほぼ満足
　　③普通
　　④やや不満足
　　⑤不満足

回答：

２　回答又は手順に対する説明の分かりやすさについて満足されましたか。
　　①満足
　　②ほぼ満足
　　③普通
　　④やや不満足
　　⑤不満足

回答：

３　回答又は手順に対する結果の正確性について満足されましたか。
　　①満足
　　②ほぼ満足
　　③普通
　　④やや不満足
　　⑤不満足

回答：

４　担当者の対応（言葉遣い、親切さ、丁寧さ等）について満足されましたか。
　　①満足
　　②ほぼ満足
　　③普通
　　④やや不満足
　　⑤不満足

回答：

＜御意見等＞

御協力ありがとうございました。
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防衛省中央ＯＡネットワーク・システム 運用及び整備スケジュール 【別紙２】

※次期省ＯＡシステム運用終了時期（令和７年度末を予定）においても、移行作業、撤去作業及び次々期運用管理役務への引継が発生する予

定
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【別紙３】
従来の実施状況に関する情報の開示

１　従来の実施に要した経費 （単位：千円）
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

役務> 18,081> 216,960> 216,960> 214,988> 216,900

請負費等 機器・回線等料> - - - - -

その他> - - - - -

計（a>) 18,081> 216,960> 216,960> 214,988> 216,900

(注記事項）
防衛省では、民間競争入札の対象である防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用支援役務の全部を請負契約により実施している。
※請負契約のため、費用の詳細な内訳の開示はできない。
この他、令和元年度より運用支援役務において消費税10%化に伴う変更契約を行った。

２　従来の実施に要した人員
（契約相手方における防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用支援役務従事者）

平成28年度

サービスデスク役務員> 3

システムエンジニア（統括・副統括役務員含む）> 17

　平日８時３０分から２１時００分 以外の時間の人数> 2

(注記事項）

平成29年度>

3>

17>

2>

平成30年度>

3>

17>

2>

（単位：人）

令和元年度 令和2年度>

3> 3>

17> 17>

2> 2>

上記の役務人員数での運用範囲は「別冊の図２想定されるハードウェアのネットワークの概要」のうち第2センターを除く範囲であり、ユーザ数は約
7,000名である。
人事異動のある繁忙期は、SE２名を支援要員として追加している
(業務従事者に求められる知識・経験等）
１．統括役務員及び副統括役務員
　（１）サービスデスク業務又はシステム運用業務において、要員管理を遂行するとともに、チームをリードして目的を遂行できる立場での
　　　　勤務経験を統括役務員については５年以上、副統括役務員については３年以上を有していること。
　（２）次のいずれかの資格又は能力を有すること。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写し、能力については、
　　　　経験から能力を有することを説明した資料（システム経歴書等）を提出すること。
　　　・情報処理技術者試験（ＩＴサービスマネージャ試験）
　　　・ＰＭＰ（プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル）
　　　・「ＩＴスキル標準Ｖ3 2011」に基づくプロジェクト・マネジメント職種のレベル４以上に相当する能力
　　　・情報処理技術者試験（プロジェクトマネージャ）
２．サービスデスク役務員
　（１）サービスデスク業務の経験を１年以上有していること。
　（２）次のいずれかの資格を有すること。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写しを提出すること。
　　　・コンタクトセンター検定試験（オペレータ資格以上）
　　　・パソコン検定試験（３級以上）
　　　・情報処理技術者試験（ＩＴパスポート以上）
３．システムエンジニア
　（１）システム運用の業務又はシステム保守業務の経験を１年以上有していること。
　（２）次のいずれかの資格を有すること。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写しを提出すること。
　　　・ＭＣＴＳ（Microsoft>Certified>Technology Speciallist）
　　　　ただし、ＭＣＴＳしか有しておらず、業務の実施中に有効期限が切れる場合は、有効期限が切れるまでに他項いずれかの資格を有すること
　　　・Microsoft>365 Certified:Modern Desktop>Administrator>Associate
　　　・ＣＣＮＡ(Cisco Certified>Network>Associate)以上
　　　・CompTIA認定資格（Professional>Certification以上）
　　　・ITIL>foundation以上
　　　・情報処理技術者試験（基本情報技術者試験）以上
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（業務実施状況） （件）
平成2>8年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 5175> 5175
アカウント登録・変更・削除対応> 4787> 4787
端末等障害対応> 17> 17
プリンタ等障害> 4> 4
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 29> 29

平成2>9年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 4140> 4017> 3515> 2558> 2427> 1823> 1856> 1295> 1704> 1080> 1644> 4083> 30142
アカウント登録・変更・削除対応> 1899> 263> 407> 621> 194> 356> 179> 124> 233> 223> 125> 378> 5002
端末等障害対応> 16> 4> 13> 12> 6> 6> 6> 7> 8> 5> 7> 6> 96
プリンタ等障害> 3> 0> 1> 1> 1> 1> 1> 0> 0> 0> 0> 0> 8
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 28> 4> 11> 16> 22> 21> 10> 11> 18> 11> 23> 20> 195

平成3>0年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 4083> 1575> 1759> 2423> 2031> 1762> 2038> 1713> 2088> 1192> 1805> 3169> 25638
アカウント登録・変更・削除対応> 975> 517> 138> 482> 517> 329> 248> 137> 299> 253> 120> 665> 4680
端末等障害対応> 6> 4> 3> 2> 3> 2> 3> 4> 7> 4> 5> 4> 47
プリンタ等障害> 0> 0> 1> 1> 1> 1> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 4
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 32> 30> 26> 21> 16> 15> 18> 24> 21> 18> 15> 13> 249

令和元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 3208> 1449> 2137> 2082> 2365> 1542> 1587> 1935> 1532> 1505> 2182> 2209> 23733
アカウント登録・変更・削除対応> 569> 290> 302> 450> 700> 252> 205> 203> 203> 251> 251> 560> 4236
端末等障害対応> 3> 2> 4> 5> 5> 4> 4> 5> 5> 7> 4> 4> 52
プリンタ等障害> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 8> 12> 13> 13> 18> 15> 16> 15> 12> 12> 23> 21> 178

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 3212> 1651> 1992> 2042> 2653> 1867> 2649> 1485> 1769> 1712> 1312> 2230> 24574
アカウント登録・変更・削除対応> 590> 257> 209> 377> 813> 396> 278> 97> 158> 145> 118> 725> 4163
端末等障害対応> 2> 0> 0> 1> 1> 4> 4> 5> 2> 0> 0> 0> 19
プリンタ等障害> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 1> 1> 2
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 13> 19> 19> 18> 23> 22> 25> 26> 27> 25> 19> 23> 259
（注記事項）
システム障害（サーバ、>NW系の障害）及びプリンタ等障害に関する対応は、保守役務事業者との連携による。

（作業人時実績） （人時）
平成2>8年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3520> 3520>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

平成2>9年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3200> 3432> 3665> 3425> 3399> 3234> 3178> 3110> 3156> 3183> 3135> 3526> 39643

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

平成3>0年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3503> 3768> 3807> 3558> 3590> 3114> 3632> 3370> 3379> 3263> 3189> 3653> 41826>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

令和元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3628> 3236> 3280> 3573> 3235> 2923> 3262> 3104> 3103> 3147> 2935> 3501> 38927>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3612> 3158> 3513> 3565> 3268> 3125> 3425> 3100> 3069> 3102> 2817> 3421> 39175>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告>
（注記事項）>
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目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用役務支援

請負者の責めに帰すべき理由により発生したシス
テム障害件数>

- 0> - 1> - 0> - 2> - 0

サービスデスク受付対応のうち、受付当日に対応を
完了した件数の割合>

- 82.6%> - 84.8%> - 91.0%> - 91.6%> - 91.4%

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用役務支
援に係るアンケート調査（満足度調査）>

- - - 97.8%> - 98.0%> - 98.1%> - 98.9%

平成3>0年度

４　従来の実施における目的の達成の程度
平成2>8年度 平成2>9年度 令和元年度

（注記事項）
防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用役務支援に係るアンケート調査（満足度調査）についての補足
・平成2>8年度の調査結果は無い。平成２８年度は１ヶ月しかなく、実質運用は平成２９年度からのため
・実績値は５段階評価（１満足、２やや満足、３普通、４やや不満、５不満）のうち、「３普通」以上の回答件数が全体件数に占める割合

令和2年度

３　従来の実施に要した施設及び設備
本省
【施設】
施設名称：防衛省本省庁舎B棟、６８号館
使用場所：整備計画局情報通信課情報システム室（防衛省本省庁舎B棟、６８号館）、共用電算機室（防衛省本省庁舎B棟）

【設備】
防衛省貸与：
　　内線電話９台、プリンタ２台、机１０台、椅子８脚、ロッカー２本、ラック２本、ホワイトボード１台
請負者所有：
　　机７台、椅子１２脚、備品及び消耗品

外部拠点
受託者の社内（夜間休日における役務事務所）

【設備】
防衛省貸与：
　　なし
請負者所有：
　　外線電話１台、プリンタ１台、机８台、椅子８脚、パイプ椅子12脚、扉付きラック１本、棚１台、ホワイトボード１台、備品及び消耗品

５　従来の実施方法等
従来の実施方法（業務フロー図等）
　・別紙３_付紙１「業務フロー図」による
組織図
　・別紙３_付紙２「組織図」による

（注記事項）
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【別紙３】【付紙１】
業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
システム利用者
対応窓口

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

申請

申請登録処理

申請データ

登録

却下

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ

申請データ

（受付済み） 

0 

n

却下 

0 

0

承認

利用者・端末管理

台帳更新

軽微な案件 管理者の判断が必要な案件 
0

承認

却下 
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業務フロー図

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム
運用統括 運用S E サービスデスク

システム利用
方法問合せ
対応

回答作成

受付

内容の切り分け

運

既知情報検索

回答作成

シ

回答連絡

情報の蓄積

対応状況の報告

日報・月報・年報

必要に応じて問診

用であるかの判断

ステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア

回答受領

インシデント管理

確認

問い合わせ・要望

等であるかの判断

回答受領

凡例： 手作業 確認 保管 nコンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー 

- 2 -

29/128



  

業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
ホームページ

(防衛省内向け )
の更新

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n

省ＯＡホームページ（防衛省内向け）

更新等依頼
受付

作業完了報告 確認

省ＯＡホームページ

（防衛省内向け）

更新等作業

必要に応じて問診
内容確認 
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業務フロー図

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム
運用統括 運用S E サービスデスク

ICカード管理

申請データ

ICカード利用

ICカード

ICカード貸

利用者・端末

台帳更新

個人端末

ＩＣカード

停止作業

利用者・端末

台帳更新 

確認

登録

作成 

出

管理

受領

管理

却下 
9

承認 

9

9 

ICカード利用申請

申請登録処理

承認 
却下 

申請データ

ＩＣカード受領

ＩＣカード返却

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ nコンピュータファイル 端子 フロー
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（システム）

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

・障害検知

共有共有確認・連絡

情報収集・

一次切り分け

原因解析

解析依頼 障害の種類に応じた問い合わせ

故障対応の中間報告

対応方法の検討

対応方法の検証

対応方法の決定

運用支援役務側で対応する

場合は支援を実施

支援

支援

支援

対応（第２センターの切戻し含む）

対応方法

の決定 

1

対応

対応方法

の確認 

2

動作保証

ハードウェア、ソフトウェア、

ネットワーク、 OS等

確認

確認

確認

確認

確認

市ヶ谷

第２センターへの

切替えの要否

第２センターへの切替の

必要性について通報

第２センター

切替え

切替依頼

切替不要 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（システム）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n

故障回復報告 

1

故障原因の管理

故障原因の管理

再発防止策

の検討

再発防止策
の検討結果
連絡

品質向上指示

品質向上作業

品質向上確認

障害報告書

インシデント管理 

2

確認

確認

障害報告書

確認

確認 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（端末機器）

運用管理役務
システム運用管理統括 各機関等 他システム項目 保守役務

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

・障害検知

確認・連絡

情報収集・

一次切り分け

原因解析

解析依頼 障害の種類に応じた問い合わせ

影響の度合いにより故障対応の中間報告

対応方法の検討

対応方法の検証

運用支援役務側で対応する
場合は支援を実施

支援

支援

支援

対応

対応方法

の決定 

3

場合によりヒアリング

対応

対応方法

の確認

動作保証

ハードウェア、ソフトウェア、
ネットワーク、 OS等

確認等

確認

確認

修理報告書 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（端末機器）

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n 

3

故障原因の管理

故障原因の管理

再発防止策

の検討

再発防止策
の検討結果
連絡

再発防止策の検討結果受領・連絡

品質向上作業

品質向上確認

インシデント管理

日報・月報・年報

確認 確認

確認

確認 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（プリンタ）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n

・プリンタ障害

保守対応

確認・連絡

確認等

保守手配

対応完了

報告 障害原因等確認

確認

確認

場合によりヒアリング

確認等

日報・月報・年報 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
日常点検
（プリンタ使用状況調査報告）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

調査結果集計

確認

確認

日報・月報・年報

プリンタ印刷枚数状況調査 
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業務フロー図

運用管理役務
項目 保守役務 システム運用管理統括 各機関等 他システム

運用統括 運用SE サービスデスク
ウイルス定義体
適用管理

ウイルス定義体

等の選定

ウイルス定義体

等の検証

ウイルス定義体

等の適用作業 

適用結果確認

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル n 端子 フロー
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
個人端末管理
（利用申請）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

システム利用者申請

申請登録処理

申請データライセンス数確認
（新規システム
利用者の場合のみ）

却下 

6 

6

承認

システム利用者

データ登録・修正
申請データ

（受付済み）

端末受領端末受渡し

確認

利用者・端末管理

台帳更新

却下 
6

承認

台数確認 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
個人端末管理
（利用者変更申請）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

システム変更申請

申請登録処理

申請データ

却下 

7 

7

承認

確認設定作業

確認

利用者・端末管理

台帳更新

却下 
7

承認

検証作業

却下 

7 
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
個人端末
貸出管理

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

個人端末貸出申請

申請登録処理

申請データ

却下 

8 

8

承認

個人端末受領

設定作業

台数確認

利用者・端末管理

台帳更新

却下 
8

承認

個人端末貸出

個人端末返却個人端末受領

個人端末

初期化作業

利用者・端末管理

台帳更新

確認 
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業務フロー図

運用管理役務
項目 保守役務 システム運用管理統括 各機関等 他システム

運用統括 運用SE サービスデスク
インシデント
対応 HW・SW状態監視

トラフィック監視

セキュリティインシデントチェック

ログ等の確認

ログ等の分析

状況報告

状況把握

状況把握

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル n 端子 フロー
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
インシデント
対応

システム運用管理統括 各機関等 他システム項目 保守役務
運用管理役務

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

・インシデント発生

調査確認

通報

報告受付

中間報告

調査・対応等指示

調査・対応等
調査・対応等

状況・原因把握対応報告

対応報告

インシデント確認
インシデント確認

報告確認

確認
確認

確認

日報・月報・年報

確認
確認 
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業務フロー図

運用管理役務
項目 保守役務 システム運用管理統括 各機関等 他システム

運用統括 運用SE サービスデスク
運用状況報告

役務実施

日報、月報、年報

の作成

運用状況報告受領

運用状況報告

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル n 端子 フロー
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組織図 【別紙３】【付紙２】

防衛省組織図（令和３年４月１日現在）

凡例：□利用者 □利用者および防衛省中央 OA ネットワーク・システム運用管理役務監督実施部門
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令和３年 月

防衛省
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総則 

適用範囲 

この仕様書は、防衛省中央ＯＡネットワーク・システム（以下「省ＯＡ」と

いう。）の運用管理役務（以下「本業務」という。）について適用する。 

用語の定義 

この仕様書で用いる主な用語の定義は、次のとおり。 

（１）各機関等：防衛省本省の内部部局、統合幕僚監部、陸上幕僚監部、海上幕

僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、防衛装備庁、防衛研究所

及び自衛隊指揮通信システム隊をいう。ただし、組織改編や組織名称に変更

があった場合は、最新のものを適用するものとする。 

（２）省ＯＡ利用者：省ＯＡを利用する職員をいう。 

（３）防衛研究所電算機システム利用者：防衛研究所電算機システムを利用する

職員のうち、個人端末Ⅶ型を使用する職員をいう。 

（４）機関等担当者：各機関等において省ＯＡの運用を担当する職員をいう。 

（５）課室等担当者：各機関等の各課室において省ＯＡの運用を担当する職員を

いう。 

（６）システム管理者：省ＯＡ全般の運用管理を担当する職員をいう。 

（７）役務員：本業務を実施する統括役務員、副統括役務員及び一般役務員をい

う。 

（８）局ＯＡ運用役務員：局ＯＡ(北関東・九州)の運用役務員をいう。 

（９）端末類：個人端末、運用管理端末及び官保有端末をいう。 

（１０）個人端末：防衛省市ヶ谷地区（所在地：東京都新宿区市谷本村町５－１）

及び参議院別館防衛省政府控室（所在地：東京都千代田区永田町１－７－１）

において、省ＯＡ利用者及び防衛研究所電算機システム利用者が使用する

ノート型の端末（個人端末Ⅰ型～Ⅶ型）をいう。 

（１１）運用管理端末：システム管理者及び役務員が省ＯＡの運用管理のために

使用する端末をいう。 

（１２）プリンタ類：プリンタ、複合機及びスキャナをいう。 

（１３）借上ソフトウェア：省ＯＡの借上対象となるソフトウェアをいう。 

（１４）官給ソフトウェア：防衛省が省ＯＡに導入したソフトウェアのうち、フ

ァイル暗号化ソフトウェアをいう。 

（１５）官品ソフトウェア：借上ソフトウェア及び官給ソフトウェア以外で防衛

省が所有し、省ＯＡに導入したソフトウェア（仕様書番号５－０３－０００

３に規定する別冊の付表７による）をいう。 

（１６）官保有端末：防衛省が保有し、省ＯＡに接続して利用する端末をいう。 

（１７）ＤＩＩ：Defense Information Infrastructure（防衛情報通信基盤）の

略名で、自衛隊が共通に使用する音声通信網及びデータ通信網をいう。また、
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データ通信網に接続を承認された情報システムに必要なサービスを提供す

るものである。 

（１８）情報資産管理標準シート：ガイドラインに定める各種様式をいう。 

（１９）身分証ＩＣカード：行政機関が所属する職員に発行する非接触式ＩＣカ

ードである身分証をいう（省ＯＡで発行及び管理は行わない。）。 

（２０）ＩＣカード立入証：防衛省市ヶ谷庁舎の門に設置されたゲートを通過さ

せるために防衛省が発行する非接触式ＩＣカードである立入証等をいう

（省ＯＡで発行及び管理は行わない。）。 

（２１）ログオン専用ＩＣカード：兼務先において本務元で使用するものと別の

ＩＤを使用する省ＯＡ利用者に対して、省ＯＡへのログオン認証を行うこ

とを目的として、システム管理者が発行する非接触式ＩＣカードをいう（省

ＯＡで発行及び管理を行う。）。 

引用文書等 

この仕様書における引用文書は、この仕様書に規定する範囲内において、この

仕様書の一部をなすものであり、引用文書に定める項目がこの仕様書と相違す

る場合は、この仕様書を優先する。 

なお、引用文書及び関連文書は、入札書又は見積書の提出時における最新版と

する。 

（１）引用文書 

ア 仕様書等 

（ア）５－０３－０００３ 防衛省ＯＡシステム基盤借上（０３換装） 

イ 法令等 

（ア）情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対応の

ための措置について（通達）（防装庁（事）第１２１号。３１．３．２

９） 

（イ）装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保について

（通達）（防経装第９２４６号。２１.７.３１） 

（ウ）個人情報の保護に関する法律（平成 1５年法律第５７号） 

（エ）デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン（２０２０年（令和２年）

１１月２７日各府省情報化統括責任者（ＣＩＯ）連絡会議決定）（以下

「ガイドライン」という。） 

（オ）デジタル・ガバメント推進標準ガイドライン解説書（２０２１年（令

和３年）３月３０日）（以下「ガイドライン解説書」という。）

（カ）情報資産管理標準シート作成要領（令和２年１２月２４日） 

（キ）環境物品等の調達の推進に関する基本方針（令和３年２月１９日変更

閣議決定） 

（２）関連文書 

ア 仕様書等 
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（ア）防衛省中央ＯＡネットワーク・システムの運用支援役務（平成２８年

度） 

（イ）防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務民間競争入札

実施要項（令和３年度） 

イ 法令等 

（ア）防衛省の情報保証に関する訓令（平成１９年防衛省訓令第１６０号）

（イ）防衛省の情報保証に関する訓令の運用について（通達）（防運情第９

２４８号。１９.９.２０） 

（ウ）防衛省業務継続計画について（通達）（防官文第７９５２号。２０.６.

３０）

（エ）防衛情報通信基盤データ通信網管理運用規則（自衛隊統合達第２７

号。平成２０年３月２５日） 

（オ）政府共通ネットワークサービス利用ガイド（第１．２版。２０２１年

３月１２日） 

ウ 仕様書５－０３－０００３における提出文書 

（ア）システム構成書

（イ）設置要領書

（ウ）システム設定書

（エ）試験計画書

（オ）試験結果報告書

（カ）システム取扱説明書（システム管理者向けマニュアル）

（キ）システム取扱説明書（各機関等担当者向けマニュアル）

（ク）システム取扱説明書（システム担当者向けマニュアル）

（ケ）システム取扱説明書（ユーザマニュアル）（概要版）

（コ）賃貸借物品一覧表

（サ）ソフトウェアライセンス証書

一般事項 

（１）契約相手方は、本業務の契約の履行に当たり、この仕様書の各要素を満足

させなければならない。 

（２）契約相手方は、本業務の契約の履行に係る防衛省との連絡調整及び契約相

手方が行う業務全般を統括する者を定め、システム管理者に通知するもの

とする。 

（３）契約相手方は、本業務の契約の履行に当たり、第三者を従事させる必要が

ある場合は、情報システムに関する調達に係るサプライチェーン・リスク対

応のための措置について（通達）に定める特約条項を適用する。 

（４）本業務に係る成果物及び類似の派生物（企画等の構想も含む。）における

一切の著作権及び所有権は、防衛省に帰属するものとする。 
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（５）契約相手方は、貸与された資料等がある場合は、その取扱い等に関し、防

衛省の指定する条件を遵守し、業務の完了後直ちに返却するものとする。 

（６）契約相手方は、会社で利用するパソコン等については、ウイルス対策ソフ

トのウイルス定義体及びＯＳを含むソフトウェアを最新に維持したものを

利用することとし、ファイル交換ソフト（インターネットを通じてファイル

を不特定多数と共有することを目的としたソフトウェア等をいう。）をイン

ストールしないこと。また、役務員等が個人で所有しているパソコン等を使

用してはならない。第三者を従事させる場合も同様とする。 

なお、会社で利用するパソコン等には、本業務に利用するパソコン等のほ

か、本業務の実施に利用しないパソコン等を含む。 

（７）パソコン等へ保存する業務関係書類のデータについては、その内容につい

て、あらかじめシステム管理者の了解を得るものとする。 

なお、業務関係書類とは、契約相手方が本業務の契約に基づき作成する全

ての書類とする。 

（８）契約相手方は、契約履行開始までに防衛省ＯＡシステム基盤借上契約にお

ける契約相手方（以下「システム借上契約相手方」という。）及び現行の省

ＯＡ運用管理役務契約における契約相手方（以下「現行契約相手方」という。）

から本業務の契約の履行に支障がないよう、ヘルプデスクや障害対応の状

況、各種台帳や問題の管理状況、各種報告書等運用管理に必要な業務内容の

引継ぎを受けるものとする。 

（９）契約相手方は、本業務の契約期間終了に伴い、次の運用管理役務の契約相

手方が決まった場合は、ヘルプデスクや障害対応の状況、各種台帳や問題の

管理状況、各種報告書等運用管理に必要な業務内容の引継ぎを行うものと

する。 

（１０）契約相手方は、携帯型情報通信･記録機器等及びパソコン等並びに可搬

記憶媒体については、本業務の契約の履行に必要な場合を除き、2.2.1の「実

施場所」に持ち込み及び持ち出ししてはならない。 

（１１）契約相手方は、次の資格の保有状況について、契約担当官等の確認を得

るものとする。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写しを

提出することとし、資格を保有しない場合は、各資格に準じている事が確認

できる資料を提出すること。 

ア JIS Q 15001 

イ JIS Q 9001（ISO9001) 

ウ JIS Q 27001（ISO27001) 

（１２）契約相手方は、契約後速やかに情報資産管理標準シート作成要領に基づ

き、情報資産管理標準シートを提出すること。 

本業務に関する要求 
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概要 

本業務は、1.3の「引用文書等」で規定する省ＯＡの運用管理を目的とし、省

ＯＡの機器及び各サービスを安定稼動させ、円滑な運用を図るため、必要な役務

員を常駐させるものである。 

省ＯＡの運用及び整備スケジュールについては別紙１に示す。また、省ＯＡに

関係する主な事業名及び役割については、表１のとおりとし、省ＯＡにおけるシ

ステム提供機能は、表２のとおりとする。 

表１ 関係する事業名及び役割 

No 関係する事業名 実施期間 役 割

１
現行の省ＯＡの運用管理

役務

Ｈ２９．３～

Ｒ４．２

現行省ＯＡの運用及びヘルプデス

ク業務，構成管理業務等を実施。

２
防衛省ＯＡシステム基盤

の借上

Ｒ３．８頃～

Ｒ８．２

省ＯＡを含む防衛省ＯＡシステム

基盤の設計・構築及びハードウェ

ア・ソフトウェアの借り上げを実

施。

３
防衛省ＯＡシステム基盤

の保守役務

Ｒ４．３～

Ｒ８．２

省ＯＡを含む防衛省ＯＡシステム

基盤のハードウェア・ソフトウェ

アの保守業務等を実施。

表 ２ 省ＯＡにおけるシステム提供機能 

系 機能分類 主な機能

部内系 エンドユーザ向け機能 ・電子メール送受信機能

・文書作成・編集機能

・ファイル共有機能

・グループウェア機能

・ターミナルサービス機能 

運用・管理機能 ・申請機能

・運用管理機能

・バックアップ機能

・障害検知機能

・ユーザ管理機能

・ウイルス対策機能

・物品管理機能

・仮想サーバプロビジョニング機能

・仮想サーバイメージ作成機能

・仮想サーバイメージ管理機能
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系 機能分類 主な機能

部外系 エンドユーザ向け機能 ・インターネット電子メール機能

・インターネット Web 閲覧機能

・文書閲覧機能

運用・管理機能 ・運用管理機能

・バックアップ機能

・障害検知機能

・ユーザ管理機能

・ウイルス対策機能

・シングルサインオン認証機能

・仮想サーバプロビジョニング機能

・仮想サーバイメージ作成機能

・仮想サーバイメージ管理機能

実施場所、役務期間、役務時間及び人員 

2．2．1 実施場所 

年末年始（１２月２９日から１月３日までの間）を除く平日８時３０分から２

１時００分までについては、防衛省市ヶ谷地区のシステム管理者が指定する場

所（以下「省内実施場所」という。）又は次の要件を満たす場所（以下「役務事

務所」という。）とする。ただし、2.5 に揚げる業務のうち防衛省市ヶ谷地区に

おいて対応する必要のある業務を実施できる体制を確保すること。なお、平日８

時３０分から２１時００分以外の時間（以下「夜間休日」という。）での実施場

所は役務事務所とすること。また、夜間休日において、システム管理者が指示し

た場合及び障害発生時等の緊急を要する場合については、省内実施場所で対応

するものとする。 

（１）役務事務所内の入室管理については、次の事項を満たすものとする。 

ア 入退室については、ＩＣカード認証、生体認証、暗証番号認証及び共連

れ防止機能のうち、いずれか２項目以上による入室制限ができること。 

イ 私物管理を行うための保管用ロッカーが整備されていること。 

ウ 監視カメラによる２４時間入退室監視のセキュリティが確保されてい

ること。 

（２）夜間休日の役務事務所の所在地については、防衛省市ヶ谷地区への入構ま

で、徒歩により、３０分以内に到着することが可能な場所であること。 

（３）役務事務所は、役務の開始までに用意をすること。 

2．2．2 役務期間 

令和４年３月１日から令和８年２月２８日までとする。 

なお、契約締結後から令和４年２月２８日までについては、現行契約相手方か

らの引継ぎ期間とする。 
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2．2．3 役務時間 

２４時間を基準とする。なお、平日８時３０分から２１時００分までの間は、 

2.5 に揚げる業務のうち防衛省市ヶ谷地区において対応する必要のある業務を

実施できる体制を確保すること。 

2．2．4 人員 

本業務を実施するための役務員は、統括役務員、副統括役務員及びシステムエ

ンジニア（以下「システムエンジニア等」という。）並びにサービスデスク役務

員とし、次のとおりとする。 

役務員１名の作業時間は、１日８時間を基準とする。 

（１）サービスデスク役務員は、表３(１１ページから１９ページ参照)に示す役

務内容のうち大項目「サービスデスク」の作業を主に実施し、システムエン

ジニアは、「サービスデスク」以外の作業を主に実施するものとする。 

（２）契約相手方は、表３(１１ページから１９ページ参照)に示す役務作業項目

を実施するために必要な人員について、体制を整備することとし、人員の算

出に当たっては別紙２における従来の実施状況を参考及び別冊イに示す本

業務の対象範囲を参考とすること。ただし、統括役務員及び副統括役務員の

人数については、2.3.1のとおりとする。 

（３）本業務の体制を整備するに当たって、契約相手方は、本業務開始直後、職

員の異動時期（主に毎年３月、４月及び８月）等における省ＯＡ利用者から

の問合せ等の増加にも支障なく対応できるよう留意すること。 

なお、本業務の体制を強化する際に、電話回線の増設（最大２回線を想定）

を必要とする場合は、防衛省と協議すること。 

（４）契約相手方は、本業務の実施に当たって次の体制を確保し、これを変更す

る場合には、事前に防衛省と協議するものとする。 

ア 履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい契約を履行する業務に従事

する個人（以下「業務従事者」という。）を確保すること 

イ 前記アの業務従事者が、履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経

歴、知見、資格、語学（母語及び外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業

績等を有すること 

ウ 前記イの業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要

な業務所要に対応できる態勢にあること 

役務員 

2．3．1 統括役務員及び副統括役務員の選任 

契約相手方は、役務期間を通じて次に示す職務に従事させる統括役務員１名

及び統括役務員を補佐する副統括役務員２名を選任するものとする。 

なお、契約期間満了前に、やむを得ない事情で変更する場合も同様とする。 

（１）本業務の業務全般の統括 

（２）表８(２９ページから３０ページ参照)に掲げる報告書等に関するシステ
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ム管理者への報告

（３）一般役務員に対する監督及び指導

（４）運用管理業務に関するシステム管理者との連絡及び調整

（５）運用管理業務に関するシステム管理者からの要望への対応

（６）インシデントのプロセス管理

（７）本業務及びシステム運用に対するクレームへの対応と要望に対する改善

（８）その他、システム管理者の指示に基づく職務

2．3．2 役務員の要件

（１）各役務員個別の要件

各役務員は、本業務を実施するに当たっては、次の事項を満たすものとす

る。

ア 統括役務員及び副統括役務員

（ア）サービスデスク業務又はシステム運用業務において、要員管理を遂行

するとともに、チームをリードして目的を遂行できる立場での勤務経

験を統括役務員については５年以上、副統括役務員については３年以

上を有していること。

（イ）次の a からｄのいずれかの資格又は能力を有すること。資格につい

ては、それを証明する書面（認定証等）の写し、能力については、経験

から能力を有することを説明した資料（システム経歴書等）を提出する

こと。

ａ 情報処理技術者試験（ＩＴサービスマネージャ試験）

ｂ ＰＭＰ（プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル）

ｃ 「ＩＴスキル標準Ｖ3 2011」に基づくプロジェクト・マネジメント

職種のレベル４以上に相当する能力

ｄ 情報処理技術者試験（プロジェクトマネージャ）

イ サービスデスク役務員

（ア）サービスデスク業務の経験を１年以上有していること。

（イ）次の a から c のいずれかの資格を有すること。資格については、それ

を証明する書面（認定証等）の写しを提出すること。

ａ コンタクトセンター検定試験（オペレータ資格以上）

ｂ パソコン検定試験（３級以上）

ｃ 情報処理技術者試験（ＩＴパスポート以上）

ウ システムエンジニア

（ア）システム運用の業務又はシステム保守業務の経験を１年以上有して

いること。

（イ）次の a からｆのいずれかの資格を有すること。資格については、それ

を証明する書面（認定証等）の写しを提出すること。

ａ ＭＣＴＳ（Microsoft Certified Technology Speciallist）
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ただし、ＭＣＴＳしか有しておらず、業務の実施中に有効期限が

切れる場合は、有効期限が切れるまでにｂからｆのいずれかの資

格を有すること 

ｂ Microsoft 365 Certified:Modern Desktop Administrator 

Associate 

ｃ ＣＣＮＡ(Cisco Certified Network Associate)以上 

ｄ CompTIA 認定資格（Professional Certification 以上） 

ｅ ITIL foundation 以上 

ｆ 情報処理技術者試験（基本情報技術者試験以上） 

（２）各役務員共通の要件 

日本国籍を有していること。 

2．3．3 役務従事者名簿の提出 

契約相手方は、システム管理者に役務従事者名簿（別紙３を参照。以下同じ。）

を提出し、承認を得るものとする。 

2．3．4 役務員の交代 

（１）システム管理者は、本業務を実施するうえで、役務員の技術レベル、資質、

態度等が運用管理業務に不適正と認められる場合は、当該不適正事項を契

約相手方に提示した上で、役務員の交代を要求することができる。 

（２）契約相手方は、上記（１）のシステム管理者の要求に対して速やかに適正

な役務員に交代し、システム管理者に役務従事者名簿を提出の上、承認を得

るものとする。 

（３）契約相手方は、役務員が事故、病気、公共交通の遅延等により勤務できな

い状況である場合は、当該役務員と同等の技術レベルを有した役務員に交

代することにより速やかに対応すること。 

2．3．5 役務員の管理 

統括役務員及び副統括役務員は、一般役務員の技術レベルを管理し、役務員の

技術レベルを維持又は向上すること。 

2．3．6 役務員の変更の届出 

契約相手方は、役務員に異動、退職、長期休暇等が生じ、役務員の追加、変更

等が必要となった場合は、少なくとも１週間前までにシステム管理者に役務従

事者名簿を提出し、承認を得るものとする。 

2．3．7 役務員の履歴書等の提出 

契約相手方は、役務従事者名簿に掲載した全ての役務員について、職務経歴、

写真及び社員であることを証明する書類並びに関連する就業規則等をシステム

管理者に提出し確認を得るものとする。 

なお、役務員を変更する場合も同様とする。 

運用計画書、運用実施要領書等の作成等 

2．4．1 運用計画書の作成等の支援 
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（１）契約相手方は、ガイドラインの第 3 編第 9 章 1.3)に示された「運用計画」

の記載内容に基づく運用計画書をシステム管理者が作成するに当たり、作

業概要、作業体制に関する事項、スケジュールに関する事項、成果物に関す

る事項等を記載した資料（以下「運用計画書関連資料」という。）を提出し、

システム管理者の確認を得るものとする。 

また、運用計画書関連資料の修正等が発生した場合は、速やかにシステム

管理者の確認を得るものとする。 

（２）契約相手方は、運用計画書関連資料のうち、作業概要については、ガイド

ラインの第 3 編第 9 章 3)を参考として、対象範囲の監視、運用作業を具体

化した監視項目、運用業務フロー等の作業項目及び作業内容について、作成

するものとする。なお、システムの仕様の細部を確認する必要がある場合は、

官を通じて借上契約相手方と調整すること。 

2．4．2 運用実施要領書の作成等の支援 

（１）契約相手方は、運用開始前までに、ガイドラインの第 3 編第 9 章 1.4)に

示された「運用実施要領」の記載内容に基づく運用実施要領書をシステム管

理者が作成するに当たり、コミュニケーション管理、体制管理、作業管理、

リスク管理、課題管理、システム構成管理、変更管理、情報セキュリティ対

策等を記載した資料（以下「運用実施要領書関連資料」という。）を提出し、

システム管理者の確認を得るものとする。 

また、運用実施要領書関連資料の修正等が発生した場合は、速やかにシス

テム管理者の確認を得るものとする。 

（２）契約相手方は、運用実施要領書関連資料の作成に当たっては、ガイドライ

ン解説書の第 3 編第 9 章 1.3)を参考として、本業務を実施するために必要

な作業手順書も併せて作成するものとする。 

2．4．3 業務計画書の提出 

契約相手方は、役務従事者名簿の内容を反映した実施体制、システム借上契約

相手方及び現行契約相手方からの引継ぎに係るスケジュール及び役務開始まで

の準備に係るスケジュールを記載した業務計画書を契約後速やかに提出し、シ

ステム管理者の承認を得るものとする。 

役務内容及び実施要件 

役務員は、防衛省が貸与するシステム管理者マニュアル（防衛省ＯＡシステム

基盤借上において、構築事業者がシステム導入教育に伴って作成するシステム

管理者向けのシステム取扱説明書をいい、省ＯＡに導入する機材に関して運用

上必要となる操作説明等が記載されたものをいう。）等のほか、本業務を実施す

る上で必要となる資料に基づき、省ＯＡ等の仕様及び接続形態並びに省ＯＡに

関連する他システム（ＤＩＩを含む。以下「省ＯＡ関連システム」という。）と

の連接形態を十分に熟知した上で作業を行うこととし、必要に応じて防衛省Ｏ

Ａシステム基盤保守役務契約における契約相手方（以下「システム保守役務契約
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相手方」という。）等と連携して作業を行うものとする。

役務員が実施する役務作業項目及び概要の一覧については、表３のとおりと

し、各作業の実施に関する要件について、 2.5.1 から 2.5.14 に示す。また、各

作業の実施に当たっては、 2.4.2に示す運用実施要領書に従うこと。

表３ 役務作業項目及び概要

番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

１ サービ

スデス

ヘルプ

デスク

省ＯＡ利用

者対応窓口

省ＯＡ利用者、

防衛研究所電算

○ 省ＯＡの操作及び運用に

ついて、電話又はメール

ク 機システム利用

者及び局ＯＡ運

による問合せに対する対

応。各種問題切り分けに

用役務員からの

問合せ及び各種

関するシステムエンジニ

ア等への作業依頼を含

依頼の受付 む。

障害等の受付は、項番６

による。

２ 問合せ等内容の ○ 問合せ等内容は、電子的

記録 に記録し、システム管理

者及び役務員の情報共有

を可能とする。

３ システム利 対応が容易又は ○ パスワードの初期化等の

用方法問合

せ対応

既出の問合せに

対する回答 
定型的な問合せに対し、

電話又は遠隔操作で対応

する。

４ 官給ソフトウェ ○ 必要に応じてソフトウェ

アに関する問合 ア提供元へ確認し、回答

せに対する回答 する。

５ 申請等の受 各機関等からの ○

付業務の対

応

システム変更、

異動等の申請に

ついて、申請の

受付、対応及び

申請情報の管理 
６ 障害等の受 省ＯＡ利用者、 ○ 障害内容の確認に関する

付業務の対

応

防衛研究所電算

機システム利用

システムエンジニア等へ

の作業依頼を含む。

者及び局ＯＡ運

用役務員からの

障害通知の受付 
７ ＤＩＩに起因す ○ 一次切り分け後のＤＩＩ

る省ＯＡ利用者

からの障害通知

への問い合わせも含む 

の受付 

1 ○は役務員が主体的に行う作業、△はシステム管理者又は借上保守に係る作業に対

する支援作業として行うもの。 
11 
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

８ ホーム ホームペー 省ＯＡに関する ○ 掲載するコンテンツにつ

ページ

（防衛

省内向

け）の

更新

ジ（防衛省

内向け）管

理

ホームページ

（防衛省内向

け）登録、更新

及び削除 

いてホームページ（防衛

省内向け）にアップロー

ド等を実施する。また、

軽微な改修及び更新（日

付や画像の更新、誤字脱

字の修正）等を実施す

る。

頻出する問合せ ○ ＦＡＱを作成し、更新し

等内容及び回答 てホームページ（防衛省

の掲示 内向け）に掲載する。

９ ＩＣカ ＩＣカード ＩＣカード利用 ○

ード

（ログ

オン専

管理 登録（新規省Ｏ

Ａ利用者、臨時

カード等） 
１

０

用ＩＣ

カー

ド）

ＩＣカード利用

停止の処置（紛

失時） 

○

１

１

ＩＣカード忘失

事の臨時ＩＣカ

○

ード割り当て、

パスワード初期

化作業 
１ アクセ ファイルサ ファイルサーバ ○ 年１回を基準に実施す

２ ス権管

理

ーバのアク

セス権管理

における各フォ

ルダのアクセス

る。

権設定状況の調

査 
１ アクセス権調査 ○

３ 結果の集計及び

システム管理者

への報告 
１ 防衛省 アカウント 防衛省携帯のア 〇

４ 携帯 情報提供 カウント申請に

より、ＡＤから

アカウント情報

を抽出し、管理

元のＤＩＩに提

供する。

１

５

障害管

理

障害内

容の確

障害対応 障害の一次切り

分け 
○ サービスデスク等からの

連絡による障害通知への

認 対応を含む。

必要に応じて、第２セン

ターへの切替えの必要性

についてシステム管理者

に通報
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

１ ＤＩＩ提供サー ○

６ ビスに関する障

害の一次切り分

け 
１ 軽微な障害から ○ 借上保守による対応が不

７ の復旧 要なもの（端末類の再セ

ットアップ、システム保

守役務契約相手方への障

害の連絡及びシステム保

守役務契約相手方による

端末修理時の立会対応の

対応等）を対象とする。

１ 障害内容の記録 ○

８ 管理 
１ 保守窓口 障害箇所の調査 △ 障害が発生しているハー

９ ドウェア又はソフトウェ

アを特定する。電話又は

メールにより対応する。

２ 保守対 ハードウェ 復旧方法の検討 △ システム保守役務契約相

０ 応 ア修理 及び復旧スケジ 手方の修理等の作業支援

ハードウェ ュールの設定 をする。

２ ア障害復旧 障害対応に伴う ○ 必要に応じて第２センタ

１ ソフトウェ システムの再起 ーから切戻しを含む
ア障害復旧 動 

２ データ復旧 障害復旧後の動 ○

２ 作確認 
２ 障害対応等報告 △ システム保守役務契約相

３ 書の作成及び提 手方が作成する障害対応

出 等報告書を確認する。

２ 問題管 省ＯＡ システム管 システム借上契 △ 
４ 理 の問題

管理

理者に対す

る技術支援

約相手方が導入

したハードウェ

ア、借上ソフト

ウェア、官給ソ

フトウェア及び

官品ソフトウェ

アに関するシス

テム管理者から

の問合せ及び要

望事項への対応 
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

２ 大規模災害 システム管理者 ○ システム継続訓練等は年

５ 等の非常時

訓練におけ

が実施するシス

テム継続訓練等

３回程度実施する。

る対応 におけるシステ

ムの正常性確

認、復旧手順の

確認等の技術的

な支援を行う。

また、非常時に

おけるシステム

復旧要領の作成

及びシステム管

理者への技術支

援を行う。 
２ 変更管 形態管 借上ソフト 適用する借上ソ ○ 借上ソフトウェアに関す

６ 理 理 ウェア及び フトウェア及び る情報は、システム保守

官給ソフト 官給ソフトウェ 役務契約相手方が提供

ウェア修正 ア修正版の選定 し、選定においても同契

約相手方の支援を受け２ 版適用（Ｏ 適用実施計画の ○

７ Ｓを含 作成及びシステ る。また、適用手順は、

む。） ム管理者との調 防衛省が貸与するシステ

整 ム管理者マニュアルに従

う。２

８

検証の実施 ○

２

９

借上ソフトウェ

ア及び官給ソフ

○

トウェア修正版

の適用設定及び

実施 
３ リリー 省ＯＡ ウイルス定 適用するウイル ○ サーバ及び端末類を対象

０ ス管理 の運用 義体適用管 ス定義体の選定 にウイルス定義体の適用

管理 理 及び検証 を行う（１日１回を基

準）。３ 定義体の配布設 ○

１ 定及び実施 
３ セキュリテ 適用するＯＳセ ○ サーバ及び端末類を対象

２ ィパッチ適 キュリティパッ とし、月１回以上実施す

用（ＯＳ） チの選定 る（臨時更新を含

む。）。３ 適用実施計画の ○

３ 作成及びシステ 選定においてはシステム

ム管理者との調 保守役務契約相手方の支

整 援を受けるものとし、適

用手順は、防衛省が貸与３ 検証の実施 ○

４ するシステム管理者マニ

ュアルに従う。３

５

ＯＳセキュリテ

ィパッチの適用

設定及び実施 

○

３ 省ＯＡ利用 新規の省ＯＡ利 ○ 
６ 者管理 用者の登録 
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

３ 省ＯＡ利用 既存の省ＯＡ利 ○ 身分証ＩＣカード、ＩＣ

７ 者データ修

正

用者の登録内容

変更及び削除 
カード立入証の忘失時の

対応、パスワード忘失時

のリセット対応及びＤＩ

Ｉサービス利用申請を含

む。

３ S/MIMEメー S/MIMEメール利 ○

８ ル情報管理 用者の登録及び

削除 
３ 公開鍵及び秘密 ○

９ 鍵の登録 
４ 個人端末管 個人端末設置場 ○ 設定変更手順は、防衛省

０ 理 所変更に伴う個 が貸与するシステム管理

人端末の設定変 者マニュアルに従う。

更 
４ プリンタ類 プリンタ類設置 ○

１ 管理 場所変更に伴う

プリンタ類の設

定変更 
４ 個人端末管 貸出に伴う個人 ○

２ 理 端末の設定 
４ 個人端末の貸出 ○

３ 及び個人端末貸

出台帳の更新 
４ 個人端末の返却 ○

４ 時の受領、設定

初期化等の実施 
４ 端末類マス 適用すべき差分 ○ 各機関等の端末類マスタ

５ タの更新 セキュリティパ

ッチ、追加ソフ

を対象とし、年１回を基

準に実施し、年間の運用

トウェア等の選

定 
状況を考慮して選定す

る。

４ 端末類マスタの ○

６ 更新作業の実施 
４ H/W、 官品ソフト 事前動作検証及 ○ 運用管理端末又は予備機

７ S/Wの接 ウェアイン び手順確認 で検証する。

４ 続又は ストール インストールに ○ 通信ポートの開放等を実

８ インス 伴う設定変更 施する。

４

９

トール

等
インストール対

象の端末類にお

○

けるソフトウェ

アインストール

の実施 
５ 周辺機器の 事前動作検証及 ○ 運用管理端末及び予備機

０ 接続 び手順確認 で検証する。
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

５ ハードウェア接 ○ 設定手順は、予め手順化

１ 続に伴うデバイ されたものに従う。

ス接続の許可設

定 
５ ハードウェア接 ○

２ 続の実施 
５ 官品ソフト 官品ソフトウェ ○

３ ウェア修正 ア修正版適用の

版適用 検討及び検証 
５ 【ソフトウ 適用スケジュー ○

４ ェア改良版 ルの設定 
５ の提供】 官品ソフトウェ ○

５ ア修正版適用の

実施 
５ 官品ソフトウェ ○

６ ア修正版適用後

の動作確認の実

施 
５

７

ＮＡＳ（シ

ステム管理

システム管理者

が指定するＮＡ

○

者指定）管

理

Ｓの接続並びに

アクセス権の付

与及び削除 
５ ネットワー ネットワーク機 ○ 端末類、プリンタ類の設

８ ク管理 器の設定変更 置場所変更等に伴う作業

を行う。５ ネットワークケ ○

９ ーブルの敷設作

業の支援 
６ 構成管 省ＯＡ 省ＯＡ利用 省ＯＡ利用者管 ○ アクセス権の管理を含

０ 理 の運用 者管理 理台帳の更新 む。

管理

６

１

端末類管理 省ＯＡ提供機能

の物品管理機能

である物品管理

○ ＩＰアドレス管理、ＭＡ

Ｃアドレス管理並びに端

末類及びプリンタ類の状

ツールによる端

末類等管理台帳

態、消耗品在庫、設置状

況及びソフトウェアのバ

の更新 ージョン管理を行う。

６

２

周辺機器の

接続

省ＯＡ提供機能

の物品管理機能

○ 周辺機器の接続情報を管

理する。

である物品管理

ツールによる端

末類等管理台帳

の更新 

６ 情報資産管 情報資産管理標 ○ 登録の発生及び変更の都

３ 理標準シー 準シート等の作 度実施する。

ト等の管理 成及び更新 
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

６

４

H/W、

S/Wの接

続又は

官品ソフト

ウェアのイ

ンストール

省ＯＡ提供機能

の物品管理機能

である物品管理

○ ソフトウェアのインスト

ール情報を管理する。

インス ツールによるイ

トール ンストール実施

等 後の端末類等管

理台帳の更新 

６ 官給ソフト 省ＯＡ提供機能 ○ ソフトウェアのインスト

５ ウェアイン

ストール

の物品管理機能

である物品管理

ール情報を管理する。

ツールによるイ

ンストール実施

後の端末類等管

理台帳の更新 

６ 保全管 省ＯＡ 日常点検 保全管理ツール ○ システム借上契約相手方

６ 理 の保全

管理

によるハードウ

ェア及び各ソフ

が導入した借上ソフトウ

ェアによるサーバ及びネ

トウェアのリア

ルタイム状態監

ットワーク機器の監視並

びにサーバのハードディ

視 スク容量確認を含む。

６ 各種ログの確認 ○ イベントログの確認、不

７ による、エラー

及びセキュリテ

正アクセス、ウイルス検

出状況の確認等を実施す

ィインシデント

チェック 
る。

６ トラフィック情 ○ 月１回を基準に実施す

８ 報の定期的な取 る。

得、分析及び管

理を行う 
６ プリンタ類の定 ○ 印刷枚数の確認を月１回

９ 期的な使用状況 を基準に実施する。

調査及び報告 
７ 停電時の点 計画停電後にお ○ 休日で年１０回程度点検

０ 検 けるネットワー する（１回につき１棟程

クスイッチの復 度実施。ただし、うち１

電及び導通確認 回は全棟が対象）。

７ 定期バック 自動運用状況の ○

１ アップ 確認 

７ バックアップテ ○ バックアップテープの交

２ ープの世代管理 換作業を含む。

７ バックアップデ ○ 
３ バイスのクリー

ニング 
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

７ バックアップ取 ○ 設定変更手順は、防衛省

４ 得スケジュール

の変更 
が貸与するシステム管理

者マニュアルに従う。シ

ステム管理者から変更の

指示があった場合を含

む。

７ セキュ セキュ セキュリテ 該当する省ＯＡ ○ ＬＡＮケーブル抜線の依

５ リティ リティ ィインシデ 利用者への連絡 頼を含む。

管理 インシ ント対応

７

６

デント

管理
セキュリティイ

ンシデント発生

○ 省ＯＡ利用者への聞き取

り確認、完全スキャン実

時の調査及び対 施依頼及びウイルス定義

応 ファイルの更新確認を含

む。

７ セキュリティイ ○ システム管理者へ報告す

７ ンシデント発生 る。

報告書の作成及

び報告 
７

８

セキュリテ

ィ改善支援

各取得ログの統

計及びセキュリ

ティリスクの分

○ 各取得ログ（防衛省が取

得したログを含む。）を

分析し、セキュリティホ

析 ールが判明した場合のシ

ステム管理者への提案及

び対策の実施を含む。

７

９

システ

ム利用

システ

ム利用

利用状況調

査

機器構成や定期

的に取得した性

○ 四半期に１回を基準に実

施する。

状況報

告

状況報

告

能状況レポート

をもとに、シス

テム利用状況を

分析する 
８ 利用状況報 システム利用状 ○ 報告者は、統括役務員及び

０ 告 況報告書を作成 副統括役務員とする。

し、利用状況を 報告はシステム管理者と

報告 の報告会で行う

８ 役務実 役務実 運用状況報 役務実施日報を ○ 報告者は、統括役務員及

１ 施報告 施報告 告 作成し、運用状 び副統括役務員とし、報

況を報告 告はメールで行う。

８ 役務実施週報を ○ 報告者は、統括役務員及

２ 作成し、運用状 び副統括役務員とする。

況を報告 報告はシステム管理者と

の報告会で行う（週１回

３０分程度）。なお、省

ＯＡのテレビ会議システ

ムを利用して報告できる

ものとする。
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番号 大項目 中項目 小項目 概 要 役務1 備 考

８ 役務実施月報を ○ 報告者は、統括役務員及

３ 作成し、運用状 び副統括役務員とする。

況を報告 報告はシステム管理者及

び各機関等担当者との報

告会で行う（月１回１時

間程度）。なお、省ＯＡ

のテレビ会議システムを

利用して報告できるもの

とする。

８

４

役務実施年間報

告書を作成し、

○ 報告者は、統括役務員及

び副統括役務員とする。

運用状況を報告 なお、省ＯＡのテレビ会

議システムを利用して報

告できるものとする。

2．5．1 各作業共通

表３(１１ページから１９ページ参照)の各作業を実施する際には、次の要件

を満たすこと。

（１) 各作業を実施するに当たり、役務員による判断が困難な内容については、

システム管理者と調整を実施すること。

（２）各作業の実施結果については、システム管理者へ報告することとし、報告

の方法については、作業内容に応じてシステム管理者と調整を実施するこ

と。また、各作業の実施途中においても、必要な場合はシステム管理者への

報告を実施すること。

（３）各作業を実施するに当たっては、各装置のハードウェアの仕様並びに搭載

される各種ソフトウェアの操作方法及び仕様を熟知し、現状のシステムの

形態管理状況及びカスタマイズ状況等を把握した上で行うこと。

（４）2.5.2、2.5.6 及び 2.5.7 に記載のある各種台帳については、システム管

理者から要求があった際には、適宜提示に応じること。

（５）各作業を実施するに当たっては、省ＯＡの運用（バックアップ運用、ログ

運用、夜間処理等）やリソース状況について十分理解した上で行うこと。

（６）システム管理者が省ＯＡ利用者に対して周知する必要があると判断した

事項については、機関等担当者及び課室等担当者に対し速やかに連絡を実

施する。

（７）書類等の紛失を未然に防止するため、各実施場所の机上及び引き出し内の

整理整頓を適宜実施する。

（８）第２センターの運用管理は、 2.2.1 に示す場所から遠隔で実施すること。

なお、災害等により第 2 センターが主拠点に切り替わった際、省内実施場

所又は役務事務所において本業務が継続できないとシステム管理者が判断

した場合、第２センターの運用管理は本業務の対象外とする。
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2．5．2 サービスデスク

サービスデスクに関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）サービスデスク役務員は、システムエンジニア等と綿密な連携を行い、省

ＯＡ利用者、局ＯＡ運用役務員及び防衛研究所電算機システム利用者の問

合せに迅速に対応すること。

（２）システムエンジニアがサービスデスクに関する作業を兼任することも可

とする。

（３）省ＯＡ利用者からの問合せについては、電話又はメールで受付すること。

（４）必要に応じて、省ＯＡの遠隔操作を活用して状況把握を実施し、省ＯＡ利

用者の業務の早期再開に向けて迅速に対応すること。

なお、端末類を遠隔操作する際には、あらかじめシステム管理者の了解を

得た上で、省ＯＡ利用者と調整して実施すること。

（５）申請等の受付業務については、システム借上契約相手方が導入した申請管

理機能を有する借上ソフトウェアを活用し、効率的に実施すること。

（６）ホームページ（防衛省内向け）管理については、省ＯＡに関するホームペ

ージ（防衛省内向け）へのコンテンツの追加、ホームページ（防衛省内向け）

の軽微な改修及び更新等を実施すること。また、省ＯＡに関するホームペー

ジ（防衛省内向け）にＦＡＱを作成及び登録し、逐次更新を実施すること。

（７）ＩＣカード（ログオン専用ＩＣカード）の発行登録作業及び失効登録作業

を実施すること。

（８）ＩＣカード（ログオン専用ＩＣカード）の発行枚数についてＩＣカード管

理台帳を作成し、管理すること。

（９）ＩＣカード（ログオン専用ＩＣカード）忘失事の臨時ＩＣカード割り当て、

パスワード初期化作業を実施すること。

（１０）必要に応じて、システム変更、異動等の申請内容に関する聞き取りをあ

らかじめシステム管理者の了解を得た上で、機関等担当者及び課室等担当

者に対して実施すること。

（１１）防衛省携帯のアカウント申請により、ＡＤからアカウント情報を抽出し、

管理元のＤＩＩに提供する作業を行うこと。

2．5．3 障害管理

障害管理に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）システム借上契約相手方の行う保守内容及び保守体制を十分理解した上

で作業を実施すること。

（２）障害を認知した場合は、省ＯＡの障害、ＤＩＩの障害、省ＯＡ利用者の誤

操作、又は省ＯＡ関連システムの障害のいずれかを一次的に切り分けるこ

と。

（３）障害の一次切り分けに当たっては、必要に応じ、省ＯＡの遠隔操作を活用
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して状況把握を実施すること。

なお、端末類を遠隔操作する際には、あらかじめシステム管理者の了解を

得た上で、省ＯＡ利用者と調整して実施すること。

（４）各装置のハードウェアの仕様及び搭載される各種ソフトウェアの仕様を

熟知した上で、障害内容を十分に確認し、作業を実施すること。

（５）省ＯＡの障害の場合には、障害が発生しているハードウェア又はソフトウ

ェアを特定し、システム管理者に報告すること。

（６）省ＯＡの障害の場合には、システム管理者を通じて、システム借上契約相

手方へ速やかに連絡するとともに、連携を図りつつ原因を特定すること。た

だし、障害のうちシステム借上契約相手方による対応が不要な軽微な障害

への対応（端末類の再セットアップ、端末類事業者への障害の連絡及び端末

類事業者による端末類修理時の立会対応）は、契約相手方が実施すること。

（７）省ＯＡ関連システムに係る障害の場合には、速やかにシステム管理者に報

告すること。

（８）省ＯＡ利用者の誤操作の場合には、 2.5.2のサービスデスク作業を実施す

ること。

（９）省ＯＡの障害については、障害内容の記録を管理すること。

（１０）役務員の責に帰すべき障害の場合には、速やかに障害対応等報告書を提

出すること。

（１１）システム保守役務契約相手方が行う障害箇所の調査について、必要な支

援を行うこと。

（１２）システム保守役務契約相手方が行う修理等に係る復旧方法の検討、復旧

スケジュールの設定並びに障害等報告書の作成及び提出について、必要な

支援を行うこと。

（１３）復旧作業のうちシステムの再起動に関する作業については、契約相手方

で行うこと。

（１４）システム保守役務契約相手方の実施する復旧作業に関連する機能につ

いて、機能の復旧を確認し、システム管理者へ報告すること。

（１５）上記（１４）における機能の復旧が確認できない場合は、システム管理

者及びシステム保守役務契約相手方へ報告するとともに、再度、上記（１）

及び（２）に示す作業を実施すること。

2．5．4 問題管理

問題管理に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）システム借上契約相手方が導入したハードウェア、借上ソフトウェア、官

給ソフトウェア及び官品ソフトウェアに関するシステム管理者からの問合

せ及び要望事項に対して、必要な支援を行うこと。

（２）システム管理者が実施する大規模災害等の非常時を想定したシステム継

続訓練等について、システム管理者からシステムの正常性確認、復旧手順の
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確認等の技術的な支援の要請があった場合には、借上契約相手方が作成す

るシステム取扱説明書を用いて、必要な支援を行うこと。また、非常時にお

けるシステム復旧要領をシステム管理者が作成するに当たっては、助言等

の必要な支援を行うこと。

2．5．5 変更管理

変更管理に関する作業を実施する際には、システム管理者及びシステム保守

役務契約相手方からの借上ソフトウェア修正版に関する情報提供及び支援に基

づき、選定作業、適用実施計画書の作成作業、検証作業及び適用作業を行うこと。

2．5．6 リリース管理

リリース管理に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）各装置のハードウェアの仕様及び各装置に搭載される借上ソフトウェア

の仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行うこと。

（２）本作業に伴う影響を最小限とするよう、省ＯＡ全体概要及びシステム運用

の仕様並びに省ＯＡ関連システムとの連接仕様を理解し、他機能との関連

性、適用順番及び適用時間帯等を検討した上で実施すること。

（３）ＩＰアドレス体系を熟知した上で変更作業を行うことにより、端末類及び

プリンタ類の利用に影響を与えないこと。

（４）サーバ及び端末類のウイルス対策ソフトウェアに最新のウイルス定義体

を適用するに当たっては、事前に検証を行った上で、配布設定を実施するこ

と。

（５）サーバ及び端末類のＯＳに最新のセキュリティパッチを適用するに当た

っては、事前に適用するセキュリティパッチの選定作業、適用実施計画の作

成及び検証を行った上で、適用設定を実施すること。

（６）省ＯＡ利用者の登録、登録内容変更及び削除については、 2.5.2のサービ

スデスク作業で受付した申請内容に基づき実施すること。

（７） 省ＯＡ利用者の登録時には、事前にライセンス数に関してシステム管理

者に確認し、既定のライセンス数を超えないようにすること。

（８）S/MIME メール利用者の登録及び削除については、 2.5.2のサービスデスク

作業で受付した申請内容に基づき実施すること。また、公開鍵及び秘密鍵の

登録についても同様に実施すること。

（９）各課室等の個人端末及びプリンタ類の設置場所変更に伴い、個人端末及び

プリンタ類の設定変更が必要となった場合は、 2.5.2のサービスデスク作業

で受付した申請内容に基づき、作業を実施すること。また、設置場所変更に

伴い、各課室等のネットワーク機器の設定変更が必要となった場合は、これ

を実施すること。

（１０）各課室等の個人端末及びプリンタ類の設置場所変更に伴い、ネットワー

クケーブルの敷設作業が必要となった場合は、敷設の経路、方法等に関する

助言等を行うこと。
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（１１）2.5.2のサービスデスク作業において、個人端末の貸出に係る申請を受

け付けた場合は、個人端末貸出台帳を更新し、在庫状況を管理すること。ま

た、貸出の際には、最新のウイルス定義体を適用する等の必要な設定を事前

に行うこと。

（１２）2.5.2のサービスデスク作業で受付した申請内容に基づき、官品ソフト

ウェアをインストールするに当たっては、運用管理端末等を用いて、インス

トール後の動作を事前に検証すること。また、インストールに伴い、必要な

設定が発生した場合は、これを実施すること。

（１３）2.5.2のサービスデスク作業で受付した申請内容に基づき、周辺機器の

接続を行うに当たっては、運用管理端末等を用いて、接続後の動作を事前に

検証すること。

また、インストールに伴い、省ＯＡに設定が必要な場合はこれを実施し、

周辺機器側に設定が必要な場合は、システム管理者による実施を支援する

こと。

（１４）2.5.2のサービスデスク作業で受付した申請内容に基づき、官品ソフト

ウェア修正版を適用するに当たっては、事前に検証を行った上で、実施する

こと。また、適用後の動作確認についても実施すること。

（１５）システム管理者からＮＡＳの接続について指定があった場合には、省Ｏ

Ａへの接続、アクセス権の付与等、必要な作業を実施すること。

（１６）システム借上契約相手方が納品する各機関等の端末類マスタについて、

年１回を基準に追加ソフトウェア等を年間の運用状況を考慮して選定し、

更新作業を実施すること。

2．5．7 構成管理

構成管理に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）人事異動等により変更が生じる都度、省ＯＡ利用者管理台帳及び端末類等

管理台帳を常に最新版となるようメンテナンスすること。また、端末類等管

理台帳は、消耗品の在庫管理を含めてメンテナンスすること。

（２）2.5.2のサービスデスク作業で受付した申請内容に基づき、端末類、プリ

ンタ類及びネットワークスイッチの設置場所の変更が生じる都度、端末類

等管理台帳を常に最新版となるようメンテナンスすること。

（３）2.5.2のサービスデスク作業で受付した申請内容に基づき、周辺機器の接

続を行った都度、端末類等管理台帳を更新し、管理すること。

（４）2.5.2のサービスデスク作業で受付した申請内容に基づき、官品ソフトウ

ェア及び官給ソフトウェアのインストールを行った都度、端末類等管理台

帳を更新し、管理すること。

（５） 情報資産管理標準シート等の作成に当たっては、情報資産管理標準シー

ト作成要領に基づき、表４の情報資産管理標準シート等を提出すること。
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表４ 情報資産管理標準シート作成に必要な資料

項目名
情報資産管理標準

シートの作成有無
その他必要な資料

運用計画 指標 (目標 ) ○ －

運用実績

指標（実績） ○ －

リスク管理 ○ －

課題管理 ○ －

障害報告 ○ －

注１ 情報資産管理標準シートは、ＸＭＬ形式でＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒに

より提出すること。

注２ その他必要な資料は、ＰＤＦ形式でＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにより提

出すること。

2．5．8 保全管理

保全管理に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）日常点検については、省ＯＡの全ての機能（利用するＤＩＩのサービスを

含む。）が、最適な状態で正常に動作していること（ＤＩＩサービスについ

ては利用状況）を確認すること。

（２）ハードウェアについては、定期的に稼動状況を確認し、異常を検知した場

合には、速やかにシステム管理者に報告すること。また、システム保守役務

契約相手方へ速やかに連絡を行うとともに、システム保守役務契約相手方

及び自衛隊指揮通信システム隊と連携を図りつつ障害の原因を特定するこ

と。

ア 障害が故障によるものと判明した場合には、システム保守役務契約相

手方に対し、速やかに対処を依頼し、必要な支援を実施すること。

イ 本作業で実施した内容については、役務実施日報に記載すること。

（３）ＣＰＵ使用率、補助記憶装置使用率、メモリ使用率のしきい値超過等、サ

ーバの正常な運転を阻害する事象を発見した場合には、システム管理者の

指示を得た上で、適切な措置を講じること。

（４）月１回を基準にトラフィック情報（部内系及び部外系のファイアウォール

とＤＩＩの間の送受信トラフィック）の定期的な取得、分析及び管理を行う

こと。

（５）月１回を基準にプリンタ類の印刷枚数を確認し、システム管理者へ報告を

行うこと。

（６）防衛省市ヶ谷地区における計画停電（休日に実施し、年１０回程度を想定）

に伴い、各棟のネットワークスイッチが電源断となった場合には、計画停電

終了後におけるネットワークスイッチの復電及び導通の確認を実施するこ

と。また、確認の結果、障害が発生した場合には、システム管理者へ速やか
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に報告するとともに、システム保守役務契約相手方へ速やかに連絡するこ

と。

（７）故障時等のデータ亡失に備え、正常にバックアップが行われるようサーバ

のバックアップシステムの動作確認を行うこと。また、バックアップ後のバ

ックアップテープについては、正常にバックアップされたことを確認し、世

代管理を行うこと。

（８）バックアップデバイスについては、定期的にクリーニングを行うこと。

（９）サーバのハードディスク使用量確認については、サーバの仕様を理解した

上で、ハードディスク容量に不足がないか定期的に確認し、必要であれば、

ハードディスク容量の最適化を行うこと。

（１０）省ＯＡのネットワーク構成、ネットワーク機器仕様及び省ＯＡ関連シス

テムの連接仕様を熟知し、ネットワークの稼動状況を管理すること。

（１１）稼動状況の確認については、次の機器を対象とする。

ア サーバ（仮想サーバを含む。）

イ ネットワーク機器

（１２）メール使用量等調査については、電子メール等で利用している機器の仕

様を理解した上で、メールの使用量等を定期的に確認すること。

2．5．9 セキュリティ管理

セキュリティ管理に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）セキュリティホール対策については、各装置のハード仕様及び搭載される

各種ソフトウェアの仕様を熟知し、事前に動作検証を行った上で作業を行

うこと。

（２）セキュリティ改善支援について、セキュリティホール対策を実施する場合

は、各装置のハード仕様及び搭載されるソフトウェアの仕様を熟知し、事前

に動作検証を行った上で作業を行うこと。また、随時セキュリティ情報の収

集に努めること。

（３）不正アクセス、ウイルスの検知及びその他のセキュリティインシデント発

生時には、速やかにシステム管理者に報告し、省ＯＡのネットワーク構成、

ネットワーク機器仕様及び省ＯＡ関連システムの連接仕様を熟知した上で、

原因の特定（省ＯＡ利用者に対する聞き取り確認、完全スキャン実施依頼及

びウイルス定義ファイルの更新確認を含む。）、爾後の対策及び事象の統計

について調査し、セキュリティインシデント発生報告書の作成及びシステ

ム管理者への報告（以下「セキュリティインシデント調査報告」という。）

を実施すること。

なお、セキュリティインシデント調査報告については、セキュリティイン

シデントの状況に応じて、第２報等を作成し、都度システム管理者に報告す

ること。

2．5．10 役務実施報告
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役務実施報告に関する作業を実施する際には、次の要件を満たすこと。

（１）本作業で実施した内容については、役務実施日報に記載し、システム管理

者へ報告すること。

なお、役務実施日報に記載する項目は表５のとおりとする。

表 ５ 役務実施日報記載項目

区分 記載項目 備考

一覧表

作業項目、作業詳細、受付日時、作

業時間、対応者名、依頼部署名、完

了日時等

作業項目は表３(１１

ページから１９ページ

参照 )の小項目による

集計表

新規受付件数、処理数、当日完了

数、

当日完了率及び残件数

全体及び各機関等別で

作成

その他 課題等の特記すべき事項 必要の都度記載

（２）役務実施週報を作成し、週１回はシステム管理者への報告会を実施するこ

と。

なお、役務実施週報に記載する項目は表６のとおりとする。

表６ 役務実施週報記載項目

区分 記載項目 備考

障害対応 障害発生件数及び障害対応件数

ハードウェア、ソフト

ウェア、ネットワーク

等毎に省ＯＡ全体及び

各機関等別

申請対応 申請受付件数及び対応件数
省ＯＡ全体及び各機関

等別

インシデ

ント対応
インシデント発生件数及び対応件数

省ＯＡ全体及び各機関

等別

（３）役務実施月報を作成し、少なくとも月１回はシステム管理者及び各機関等

担当者への報告会を実施すること。また、月次報告ではＳＬＡ(サービスレ

ベルアグリーメントをいう。以下同じ。)の達成状況の報告を行うこと。

なお、役務実施月報に記載する項目は表７のとおりとし、集計表について

はグラフ等を用いて可視化するものとする。

表７ 役務実施月報記載項目
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区分 記載項目 備考

一覧表 作業実施日報と同様の項目

省ＯＡ全体及び各機関

等別

申請受付件数及び対応件数

インシデント発生件数及び対

応件数

障害発生件数及び障害対応件

数

ハードウェア、ソフト

ウェア、ネットワーク

等毎に省ＯＡ全体及び

各機関等別

ハードディスク使用量
省ＯＡ全体及び各機関

等別
プリンタ類印刷枚数

メール送受信件数

集計表 各役務員の勤務時間及び役務

員全体の作業工数（表３(１１

ページから１９ページ参照 )の

大項目単位）

作業工数は人時

システムの稼動率

計算式は「（１ヶ月の

稼動予定時間－１ヶ月

停止時間（注１））／

１ヶ月の稼動予定時間

×１００」とし、停止

時間の内訳を記載す

る。

ＳＬＡの対応状況 省ＯＡ全体

その他
トラフィック情報の分析結果 分析結果に基づく提案

を含む各取得ログの分析結果

注１ 「停止時間」とは、「省ＯＡの運用管理の不備を直接の原因とする

停止時間」（注２）とし、「省ＯＡの運用管理の不備を原因としない

停止時間」（注３）は「停止時間」には含まないものとし、算出の対

象とする機能は、表２の省ＯＡにおけるシステム提供機能とする。

なお、「停止時間」を算出するに当たっては、省ＯＡ利用者からの

問合せ件数が増加する等、業務に重大な影響を及ぼす「停止時間」を

対象とするとともに、影響を受けた端末類等の比率を係数として乗

算するものとする。

注２ 「省ＯＡの運用管理の不備を直接の原因とする停止時間」は、次の

とおりとし、内容に疑義が生じた場合は、システム管理者と協議する
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ものとする。

・ 障害検知の不備（運用管理端末におけるアラート表示の未確認

等）、に伴い停止してから復旧するまでの時間

・ 役務員の人為的な誤りによりシステムが完全に利用不能となっ

てから復旧するまでの時間

・ 停止原因がハードウェア及びソフトウェア等の物理的な不具合

を原因としない場合の停止してから復旧するまでの時間

・ 停止原因の切り分けの結果、純然たる省ＯＡ側の問題である場合

（ハードウェア及びソフトウェア等の物理的な不具合並びに関連

業務システムの影響による不具合を除く。）の停止してから復旧す

るまでの時間

注３ 「省ＯＡの運用管理の不備を原因としない停止時間」は、次のと

おりとし、内容に疑義が生じた場合は、システム管理者と協議する

ものとする。

・ 計画停電に伴い省ＯＡが停止してから復旧するまでの時間

・ 電力供給側の原因による対象拠点の停電に伴いシステムが停止

してから復旧するまでの時間

・ 省ＯＡの計画保守に伴い省ＯＡを停止してから復旧するまでの

時間

・ 省ＯＡの停止原因がハードウェア及びソフトウェア等の物理的

な不具合を原因とする場合、当該ハードウェア及びソフトウェア

の保守対応に伴い省ＯＡが停止してから復旧するまでの時間

・ 関連業務システムの不具合により省ＯＡが停止してから復旧す

るまでの時間（停止原因の切り分け時間を含む。）

（４）役務実施年間報告書を作成し、システム管理者への報告すること。

なお、役務実施年間報告書に記載する項目は役務実施月報の記載項目を

総括した内容を基準とする。

（５）ファイルサーバ上の各フォルダのアクセス権設定状況の調査を年１回程

度実施し、調査の集計及びシステム管理者への報告を行うこと。

2．5．11 一般役務員管理

本業務の実施に際し、統括役務員及び副統括役務員は、必要に応じて一般役務

員の監督及び指導を行うこと。

2．5．12 作業体制に関する事項

新型コロナウイルス感染症対策として業務継続するための体制、執務環境を

整えること。

2．5．13 課室等担当者との調整

省ＯＡの運用停止、端末類の設定変更等の実施に伴い、課室等担当者と作業日

程調整等が必要な場合は、課室等担当者との調整を実施すること。
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2．5．14 その他

（１）役務員が作業を行うに当たり、必要なソフトウェアを省ＯＡに導入する場

合には、あらかじめ当該ソフトウェアの導入により不具合が生じないこと

を確認した上で、システム管理者の許可を得ること。 

（２）本業務を実施するに当たり、別紙２における従来の実施状況で防衛省が貸

与した設備等は防衛省が用意することとし、それ以外の設備等については

契約相手方が用意することとする。 

なお、役務事務所において、本業務を実施するために必要な設備等は契約

相手方が用意すること。 

（３）その他状況の変化等に応じ、適宜適切な処置を講ずること。 

提出書類

表８に掲げる提出書類について、システム管理者の確認を得ること。特に指定

する書類については、システム管理者の承認を得ること。 

表８ 提出書類 

書類の名称 必要な項目 提出期限
提出

部数

媒体の

種別 
2.3.2 関連証

明書等
資格については証明書等、経

験については、情報システム

経歴書

契約後速やかに

役務員変更があった場

合その都度速やかに

１ 紙媒体

役務従事者名

簿 
別紙３参照 契約後速やかに

役務員変更があった場

合その都度速やかに

１ 紙媒体

2.3.7 関連

書類
履歴書等 契約後速やかに

役務員変更があった場

合その都度速やかに

１ 紙媒体

情報資産管理

標準シート

（契約金額

内訳）

契約金額内訳 契約後速やかに

１ 電子媒体

運用計画書関

連資料
作業概要（監視項目、作業項目

及び作業内容を含む。）、作業

体制に関する事項、スケジュ

ールに関する事項、成果物に

関する事項等

運用開始前までに

修正後速やかに

１ 
紙媒体

電子媒体

運用実施要領

書関連資料
コミュニケーション管理、体

制管理、作業管理、リスク管

理、課題管理、システム構成管

運用開始前までに

修正後速やかに １ 
紙媒体

電子媒体
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書類の名称 必要な項目 提出期限
提出

部数

媒体の

種別

理、変更管理、情報セキュリテ

ィ対策、作業手順書等

業務計画書 役務従事者名簿の内容を反映

した実施体制、業務の引継ぎ

に係るスケジュール、役務開

始までの準備に係るスケジュ

ール等

契約後速やかに

１ 
紙媒体

電子媒体

情報資産管理

標準シート
表４(２４ページ参照) 発生の都度速やかに １ 

電子媒体

システム利用

状況報告書

表３（１１ページから１９ペ

ージ参照)

翌年度４月２０日まで

ただし、最終年度は令

和８年２月２８日まで 

1
紙媒体

電子媒体

役務実施日報 表５(２６ページ参照) 毎日の作業終了時 １ 
電子媒体

役務実施週報 表６(２６ページ参照) 翌週の週明けまで １ 紙媒体

電子媒体

役務実施月報 表７(２６ページから２７ペ

ージ参照)

翌月の２０日まで １ 

紙媒体

電子媒体

役務実施年間

報告書

役務実施月報の項目の総括 翌年度４月２０日まで

ただし、最終年度は令

和８年２月２８日まで

１ 

紙媒体

電子媒体

障害対応等報

告書

（役務員の責

に帰すべき障

害の場合）

発生日時、内容及び原因、処置

内容及び実施者、復旧日時等

発生の都度速やかに １ 

紙媒体

電子媒体

セキュリティ

インシデント

調査報告書

セキュリティインシデント発

生からの時系列、対応結果、爾

後の対策等

発生の都度速やかに １ 

電子媒体

注 電子媒体は可能な限り１枚のＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒにまとめ、追記不

可の処置及びウイルスチェックを実施した上で提出するものとする。 
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検査 

表８(２９ページから３０ページ参照)の提出書類に関する検査は、システム

管理者又は契約担当官等の確認又は承認によるものとする。 

情報の保全

契約相手方は、本業務の契約の履行に当たっては、次の事項について遵守する

こと。 

（１）契約相手方は、この契約の履行に際し知り得た保護すべき情報（契約

を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した情報であっ

て、防衛省が保護を要さないと確認していない一切の情報をいう。）その

他の非公知の情報（以下「保護すべき情報等」という。）の取扱いに当た

っては、装備品等及び役務の調達における情報セキュリティの確保につい

て（通達）における別紙「装備品等及び役務の調達における情報セキュリ

ティの確保における特約条項」及び添付資料「調達における情報セキュリ

ティ基準」に基づき（保護すべき情報に該当しない非公知の情報にあって

は、これらに準じて）、適切に管理するものとする。この際、特に、保護

すべき情報等の取扱いについては、次の履行体制を確保し、これを変更し

た場合には、遅滞なく防衛省に通知するものとする。なお、細部について

は、表９（別冊アによる。）のとおりとする。 

契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の

情報が、防衛省が保護を要さないと確認するまでは保護すべき情報とし

て取り扱われることを保障する履行体制 

防衛省の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを

保障する履行体制 

防衛省が書面により個別に許可し防衛省が書面により個別に許可した

場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブランド・ライセ

ンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して

指導、監督、業務支援、助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以

外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障する履行体制 

（２）契約相手方は、本業務の契約の履行に必要な場合を除き、端末類から

部外に対して電子メールを送信してはならない。 

資料の貸与 

（１）契約相手方は、防衛省と調整することにより、必要な資料の貸与を無償で

受けることができる。 

（２）契約相手方は、防衛省が保有する資料の貸与を受ける場合は、取扱いに留

意し、法令及び関連規則等に従い、防衛省が指定する条件を遵守すること。
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資料の修正等 

省ＯＡの仕様等に変更が生じた場合は、次の資料に対しシステム管理者の確

認を得た後、追加及び修正を行い、更新履歴を管理した上で最新の状態とするこ

と。 

（１）システム構成書 

（２）システム設定書 

（３）システム管理者マニュアル 

（４）ユーザマニュアル 

（５）構成品取扱説明書 

官の支援 

契約相手方は、本業務の契約の履行に当たって必要な場合は、契約担当官等

を通じて、防衛省が認める範囲内において、次に示す防衛省の支援を無償で得

ることができる。 

（１）防衛省内における電力、水、スペース等の使用 

（２）防衛省内における施設の利用 

（３）防衛省内における防衛省の保有する関連器材の使用 

（４）防衛省内における構内回線の利用 

（５）その他、防衛省が認めた必要な事項 

著作権

（１）契約相手方は、本業務に係る成果物に関する著作権の全てを防衛省に無償

で譲渡するものとする。 

（２）契約相手方は、防衛省が承認した場合を除き、本業務に係る成果物に関す

る著作者人格権を行使しないものとする。 

（３）上記（１）及び（２）にかかわらず、本業務に係る成果物に契約相手方が

既に著作権を保有しているものが組み込まれている場合は、契約相手方が

既に著作権を保有しているものの著作権についてのみ、契約相手方に帰属

する。 

（４）本業務に係る成果物に第三者が権利を有する著作物が含まれる場合は、契

約相手方が当該著作物の使用に必要な費用の負担、使用許諾契約等に係る

一切の手続を行うものとする。 

その他

（１）契約相手方は、夜間休日において役務員が本業務を実施するための役務事

務所を用意し、表３(１１ページから１９ページ参照)に示す大項目「サービ

スデスク」、「障害管理」、「リリース管理」及び「役務実施報告」のうち、

省内実施場所での作業を必要としない役務作業（項目の細部はシステム管
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理者との協議による。）を行うこと。また、当該役務事務所における役務作

業は、システム管理者が指定する端末類を使用するものとし、省ＯＡのネッ

トワークに接続するための通信回線については、契約相手方で用意するこ

と。なお、ＶＰＮ接続で使用するデジタル証明書等の認証情報は防衛省より

貸与する。

（２）個人情報の取扱いについては、個人情報の保護に関する法律及び契約約款

の条項を遵守すること。

（３）各機関等の長が定めた立入禁止場所等に立ち入る場合は、各機関等の立入

手続に従い手続を実施するものとする。

（４）表８(２９ページ及び３０ページ参照)の提出書類が、環境物品等の調達の

推進に関する基本方針（令和３年２月１９日変更閣議決定）の基準を満たす

ものであること。ただし、基本方針の改定があった場合は、これに従うもの

とする。

（５）この仕様書に疑義が生じた場合は、速やかに支出負担行為担当官等と協議

し、その指示に従うこと。
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防衛省中央ＯＡネットワーク・システム 運用及び整備スケジュール 【別添１】【別紙１】

※次期省ＯＡシステム運用終了時期（令和７年度末を予定）においても、移行作業、撤去作業及び次々期運用管理役務への引継が発生する予

定
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【別添１】【別紙２】
従来の実施状況に関する情報の開示

１　従来の実施に要した経費 （単位：千円）
平成28年度 平成29年度 平成30年度 令和元年度 令和2年度

役務> 18,081> 216,960> 216,960> 214,988> 216,900

請負費等 機器・回線等料> - - - - -

その他> - - - - -

計（a>) 18,081> 216,960> 216,960> 214,988> 216,900

(注記事項）
防衛省では、民間競争入札の対象である防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用支援役務の全部を請負契約により実施している。
※請負契約のため、費用の詳細な内訳の開示はできない。
この他、令和元年度より運用支援役務において消費税10%化に伴う変更契約を行った。

２　従来の実施に要した人員
（契約相手方における防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用支援役務従事者）

平成28年度

サービスデスク役務員> 3

システムエンジニア（統括・副統括役務員含む）> 17

　平日８時３０分から２１時００分 以外の時間の人数> 2

(注記事項）

平成29年度>

3>

17>

2>

平成30年度>

3>

17>

2>

（単位：人）

令和元年度 令和2年度>

3> 3>

17> 17>

2> 2>

上記の役務人員数での運用範囲は「別冊□イ」のうち第2センターを除く範囲であり、ユーザ数は約7,000名である。
人事異動のある繁忙期は、SE２名を支援要員として追加している
(業務従事者に求められる知識・経験等）
１．統括役務員及び副統括役務員
　（１）サービスデスク業務又はシステム運用業務において、要員管理を遂行するとともに、チームをリードして目的を遂行できる立場での
　　　　勤務経験を統括役務員については５年以上、副統括役務員については３年以上を有していること。
　（２）次のいずれかの資格又は能力を有すること。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写し、能力については、
　　　　経験から能力を有することを説明した資料（システム経歴書等）を提出すること。
　　　・情報処理技術者試験（ＩＴサービスマネージャ試験）
　　　・ＰＭＰ（プロジェクト・マネジメント・プロフェッショナル）
　　　・「ＩＴスキル標準Ｖ3 2011」に基づくプロジェクト・マネジメント職種のレベル４以上に相当する能力
　　　・情報処理技術者試験（プロジェクトマネージャ）
２．サービスデスク役務員
　（１）サービスデスク業務の経験を１年以上有していること。
　（２）次のいずれかの資格を有すること。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写しを提出すること。
　　　・コンタクトセンター検定試験（オペレータ資格以上）
　　　・パソコン検定試験（３級以上）
　　　・情報処理技術者試験（ＩＴパスポート以上）
３．システムエンジニア
　（１）システム運用の業務又はシステム保守業務の経験を１年以上有していること。
　（２）次のいずれかの資格を有すること。資格については、それを証明する書面（認定証等）の写しを提出すること。
　　　・ＭＣＴＳ（Microsoft>Certified>Technology Speciallist）
　　　　ただし、ＭＣＴＳしか有しておらず、業務の実施中に有効期限が切れる場合は、有効期限が切れるまでに他項いずれかの資格を有すること
　　　・Microsoft>365 Certified:Modern Desktop>Administrator>Associate
　　　・ＣＣＮＡ(Cisco Certified>Network>Associate)以上
　　　・CompTIA認定資格（Professional>Certification以上）
　　　・ITIL>foundation以上
　　　・情報処理技術者試験（基本情報技術者試験）以上
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（業務実施状況） （件）
平成2>8年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 5175> 5175
アカウント登録・変更・削除対応> 4787> 4787
端末等障害対応> 17> 17
プリンタ等障害> 4> 4
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 29> 29

平成2>9年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 4140> 4017> 3515> 2558> 2427> 1823> 1856> 1295> 1704> 1080> 1644> 4083> 30142
アカウント登録・変更・削除対応> 1899> 263> 407> 621> 194> 356> 179> 124> 233> 223> 125> 378> 5002
端末等障害対応> 16> 4> 13> 12> 6> 6> 6> 7> 8> 5> 7> 6> 96
プリンタ等障害> 3> 0> 1> 1> 1> 1> 1> 0> 0> 0> 0> 0> 8
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 28> 4> 11> 16> 22> 21> 10> 11> 18> 11> 23> 20> 195

平成3>0年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 4083> 1575> 1759> 2423> 2031> 1762> 2038> 1713> 2088> 1192> 1805> 3169> 25638
アカウント登録・変更・削除対応> 975> 517> 138> 482> 517> 329> 248> 137> 299> 253> 120> 665> 4680
端末等障害対応> 6> 4> 3> 2> 3> 2> 3> 4> 7> 4> 5> 4> 47
プリンタ等障害> 0> 0> 1> 1> 1> 1> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 4
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 32> 30> 26> 21> 16> 15> 18> 24> 21> 18> 15> 13> 249

令和元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 3208> 1449> 2137> 2082> 2365> 1542> 1587> 1935> 1532> 1505> 2182> 2209> 23733
アカウント登録・変更・削除対応> 569> 290> 302> 450> 700> 252> 205> 203> 203> 251> 251> 560> 4236
端末等障害対応> 3> 2> 4> 5> 5> 4> 4> 5> 5> 7> 4> 4> 52
プリンタ等障害> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 8> 12> 13> 13> 18> 15> 16> 15> 12> 12> 23> 21> 178

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク受付対応> 3212> 1651> 1992> 2042> 2653> 1867> 2649> 1485> 1769> 1712> 1312> 2230> 24574
アカウント登録・変更・削除対応> 590> 257> 209> 377> 813> 396> 278> 97> 158> 145> 118> 725> 4163
端末等障害対応> 2> 0> 0> 1> 1> 4> 4> 5> 2> 0> 0> 0> 19
プリンタ等障害> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 0> 1> 1> 2
システム障害（サーバ、>NW系の障害）> 13> 19> 19> 18> 23> 22> 25> 26> 27> 25> 19> 23> 259
（注記事項）
システム障害（サーバ、>NW系の障害）及びプリンタ等障害に関する対応は、保守役務事業者との連携による。

（作業人時実績） （人時）
平成2>8年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3520> 3520>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

平成2>9年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3200> 3432> 3665> 3425> 3399> 3234> 3178> 3110> 3156> 3183> 3135> 3526> 39643>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

平成3>0年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3503> 3768> 3807> 3558> 3590> 3114> 3632> 3370> 3379> 3263> 3189> 3653> 41826>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

令和元年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3628> 3236> 3280> 3573> 3235 2923> 3262> 3104> 3103> 3147> 2935> 3501> 38927>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告

令和2年度 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 計

サービスデスク

3612> 3158> 3513> 3565> 3268> 3125> 3425> 3100> 3069> 3102> 2817> 3421> 39175>

障害管理
システム復旧
問題管理
変更管理
リリース管理
構成管理
保全管理
セキュリティ管理
役務実施報告>
（注記事項）>
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目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績 目標・計画 実績

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用役務支援

請負者の責めに帰すべき理由により発生したシス
テム障害件数>

- 0> - 1> - 0> - 2> - 0

サービスデスク受付対応のうち、受付当日に対応を
完了した件数の割合>

- 82.6%> - 84.8%> - 91.0%> - 91.6%> - 91.4%

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用役務支
援に係るアンケート調査（満足度調査）>

- - - 97.8%> - 98.0%> - 98.1%> - 98.9%

平成2>8年度 平成2>9年度 令和元年度

（注記事項）
防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用役務支援に係るアンケート調査（満足度調査）についての補足
・平成2>8年度の調査結果は無い。平成２８年度は１ヶ月しかなく、実質運用は平成２９年度からのため
・実績値は５段階評価（１満足、２やや満足、３普通、４やや不満、５不満）のうち、「３普通」以上の回答件数が全体件数に占める割合

令和2年度平成3>0年度

４　従来の実施における目的の達成の程度

３　従来の実施に要した施設及び設備
本省
【施設】
施設名称：防衛省本省庁舎B棟、６８号館
使用場所：整備計画局情報通信課情報システム室（防衛省本省庁舎B棟、６８号館）、共用電算機室（防衛省本省庁舎B棟）

【設備】
防衛省貸与：
　　内線電話９台、プリンタ２台、机１０台、椅子８脚、ロッカー２本、ラック２本、ホワイトボード１台
請負者所有：
　　机７台、椅子１２脚、備品及び消耗品

外部拠点
受託者の社内（夜間休日における役務事務所）

【設備】
防衛省貸与：
　　なし
請負者所有：
　　外線電話１台、プリンタ１台、机８台、椅子８脚、パイプ椅子12脚、扉付きラック１本、棚１台、ホワイトボード１台、備品及び消耗品

５　従来の実施方法等
従来の実施方法（業務フロー図等）
　・別添１_別紙２_付紙１「業務フロー図」による
組織図
　・別添１_別紙２_付紙２「組織図」による

（注記事項）
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【別添１】【別紙２】【付紙１】
業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
システム利用者
対応窓口

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

申請

申請登録処理

申請データ

登録

却下

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ

申請データ

（受付済み） 

0 

n

却下 

0 

0

承認

利用者・端末管理

台帳更新

軽微な案件 管理者の判断が必要な案件 
0

承認

却下 

- 1 -
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業務フロー図

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム
運用統括 運用S E サービスデスク

システム利用
方法問合せ
対応

回答作成

受付

内容の切り分け

運

既知情報検索

回答作成

シ

回答連絡

情報の蓄積

対応状況の報告

日報・月報・年報

必要に応じて問診

用であるかの判断

ステム、ネットワーク、ハードウェア、ソフトウェア

回答受領

インシデント管理

確認

問い合わせ・要望

等であるかの判断

回答受領

凡例： 手作業 確認 保管 nコンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー 

- 2 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
ホームページ

(防衛省内向け )
の更新

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n

省ＯＡホームページ（防衛省内向け）

更新等依頼
受付

作業完了報告 確認

省ＯＡホームページ

（防衛省内向け）

更新等作業

必要に応じて問診
内容確認 

- 3 -
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業務フロー図

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム
運用統括 運用S E サービスデスク

ICカード管理

申請データ

ICカード利用

ICカード

ICカード貸

利用者・端末

台帳更新

個人端末

ＩＣカード

停止作業

利用者・端末

台帳更新 

確認

登録

作成 

出

管理

受領

管理

却下 
9

承認 

9

9 

ICカード利用申請

申請登録処理

承認 
却下 

申請データ

ＩＣカード受領

ＩＣカード返却

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ nコンピュータファイル 端子 フロー
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（システム）

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

・障害検知

共有共有確認・連絡

情報収集・

一次切り分け

原因解析

解析依頼 障害の種類に応じた問い合わせ

故障対応の中間報告

対応方法の検討

対応方法の検証

対応方法の決定

運用支援役務側で対応する

場合は支援を実施

支援

支援

支援

対応（第２センターの切戻し含む）

対応方法

の決定 

1

対応

対応方法

の確認 

2

動作保証

ハードウェア、ソフトウェア、

ネットワーク、 OS等

確認

確認

確認

確認

確認

市ヶ谷

第２センターへの

切替えの要否

第２センターへの切替の

必要性について通報

第２センター

切替え

切替依頼

切替不要 

- 5 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（システム）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n

故障回復報告 

1

故障原因の管理

故障原因の管理

再発防止策

の検討

再発防止策
の検討結果
連絡

品質向上指示

品質向上作業

品質向上確認

障害報告書

インシデント管理 

2

確認

確認

障害報告書

確認

確認 

- 6 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（端末機器）

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

・障害検知

確認・連絡

情報収集・

一次切り分け

原因解析

解析依頼 障害の種類に応じた問い合わせ

影響の度合いにより故障対応の中間報告

対応方法の検討

対応方法の検証

運用支援役務側で対応する
場合は支援を実施

支援

支援

支援

対応

対応方法

の決定 

3

場合によりヒアリング

対応

対応方法

の確認

動作保証

ハードウェア、ソフトウェア、
ネットワーク、 OS等

確認等

確認

確認

修理報告書 

- 7 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（端末機器）

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n 

3

故障原因の管理

故障原因の管理

再発防止策

の検討

再発防止策
の検討結果
連絡

再発防止策の検討結果受領・連絡

品質向上作業

品質向上確認

インシデント管理

日報・月報・年報

確認 確認

確認

確認 

- 8 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
障害対応
（プリンタ）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル 端子 フロー n

・プリンタ障害

保守対応

確認・連絡

確認等

保守手配

対応完了

報告 障害原因等確認

確認

確認

場合によりヒアリング

確認等

日報・月報・年報 

- 9 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
日常点検
（プリンタ使用状況調査報告）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

調査結果集計

確認

確認

日報・月報・年報

プリンタ印刷枚数状況調査 

- 10 -
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業務フロー図

運用管理役務
項目 保守役務 システム運用管理統括 各機関等 他システム

運用統括 運用SE サービスデスク
ウイルス定義体
適用管理

ウイルス定義体

等の選定

ウイルス定義体

等の検証

ウイルス定義体

等の適用作業 

適用結果確認

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル n 端子 フロー

- 11 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
個人端末管理
（利用申請）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

システム利用者申請

申請登録処理

申請データライセンス数確認
（新規システム
利用者の場合のみ）

却下 

6 

6

承認

システム利用者

データ登録・修正
申請データ

（受付済み）

端末受領端末受渡し

確認

利用者・端末管理

台帳更新

却下 
6

承認

台数確認 

- 12 -

97/128



  

業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
個人端末管理
（利用者変更申請）

他システム項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

システム変更申請

申請登録処理

申請データ

却下 

7 

7

承認

確認設定作業

確認

利用者・端末管理

台帳更新

却下 
7

承認

検証作業

却下 

7 

- 13 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
個人端末
貸出管理

項目 保守役務
運用管理役務

システム運用管理統括 各機関等 他システム

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

個人端末貸出申請

申請登録処理

申請データ

却下 

8 

8

承認

個人端末受領

設定作業

台数確認

利用者・端末管理

台帳更新

却下 
8

承認

個人端末貸出

個人端末返却個人端末受領

個人端末

初期化作業

利用者・端末管理

台帳更新

確認 

- 14 -
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業務フロー図

運用管理役務
項目 保守役務 システム運用管理統括 各機関等 他システム

運用統括 運用SE サービスデスク
インシデント
対応 HW・SW状態監視

トラフィック監視

セキュリティインシデントチェック

ログ等の確認

ログ等の分析

状況報告

状況把握

状況把握

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル n 端子 フロー

- 15 -
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業務フロー図

運用統括 運用S E サービスデスク
インシデント
対応

システム運用管理統括 各機関等 他システム項目 保守役務
運用管理役務

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 コンピュータファイル 端子 フローデータ n

・インシデント発生

調査確認

通報

報告受付

中間報告

調査・対応等指示

調査・対応等
調査・対応等

状況・原因把握対応報告

対応報告

インシデント確認
インシデント確認

報告確認

確認
確認

確認

日報・月報・年報

確認
確認 

- 16 -
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業務フロー図

運用管理役務
項目 保守役務 システム運用管理統括 各機関等 他システム

運用統括 運用SE サービスデスク
運用状況報告

役務実施

日報、月報、年報

の作成

運用状況報告受領

運用状況報告

凡例： 手作業 確認 保管 コンピュータ処理 判断 コンピュータ画面 帳票 データ コンピュータファイル n 端子 フロー

- 17 -
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組織図 【別添１】【別紙２】【付紙２】

防衛省組織図（令和３年４月１日現在）

凡例：□利用者 □利用者および防衛省中央 OA ネットワーク・システム運用管理役務監督実施部門
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役務従事者名簿 【別添１】【別紙３】

生年月日 会社名 所属 現住所 連絡先 職歴 役務員の種類

統括役務員

副統括役務員

サービスデスク役務員

システムエンジニア

保有資格

自宅：

会社：

自宅：

会社：

自宅：

会社：

自宅：

会社：

自宅：

会社：

自宅：

会社：

自宅：

会社：
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【別添２】

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム

運用管理役務総合評価基準書（案）

令和３年 月

防衛省
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１ 落札者決定の概要

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務（以下「本業務」とい

う。）の事業者には、防衛省中央ＯＡネットワーク・システム（以下「省ＯＡ」

という。）の継続的かつ安定的なサービスの円滑な提供を求めるものである。

したがって、落札者の決定に当たっては、予定価格の制限範囲内の価格をもっ

て有効な入札を行った者のうち、入札価格及び事業者の幅広い能力、経験等の

技術力を総合的に評価して落札者を決定する、総合評価落札方式によって行う。

２ 評価方法

（１）総合評価

総合評価は、価格点（入札価格の得点をいう。以下同じ。）に技術点（提案

書による得点をいう。以下同じ。）を加えて得た点数（以下「総合評価点」と

いう。）をもって行う。なお、価格点と技術点の配分は、１：１とする。

総合評価点 ＝ 価格点（１，２００点満点） ＋ 技術点（１，２００点満点）

（２）合否の決定

総合評価基準書の評価項目において必須と定められた要求要件を全て満

たしている場合に「合格」とし、一つでも欠ける場合は「不合格」とする。

（３）総合評価点

ア 価格点は、入札価格を予定価格で除して得た値を１から減じて得た値

に入札価格に対する得点配分を乗じて得た値とする。

価格点 ＝ （１－入札価格÷予定価格）× １，２００点

イ 技術点の評価は次のとおりとする。

（ア）全ての仕様を満たした提案書を「合格」とし、基礎点として１００点

を与える。

（イ）加点部分の評価は、別紙「評価基準表」の任意項目について、記載さ

れている評価基準の内容に基づいて、「表１ 評価基準」に基づき複数

の評価者による提案内容の審査及び採点を行い、各技術点の平均を加

点とする。技術点の配点は、「表２ 技術点の配点」及び「表３ 配点表」

のとおりとする。

（ウ）技術点は基礎点と加点の合計点とする。

技術点 ＝ 基礎点（１００点） ＋ 加点（１，１００点）

表１ 評価基準

評価 評価基準 

◎ 提案内容が特に優れている。 

○ 提案内容が優れている。
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評価 評価基準 

△ 提案内容が標準的である。 

× 要件は満たしているが、加点すべき要素がない。

表２ 技術点の配点

評価項目 提案書等の評価対象 配点

基礎点 必須項目 別紙「評価基準表」の

必須項目を全て満たし

ているか

１００点

加点 事業者の実績 事業者の過去の実績 ８０点

業務の理解度 業務の理解及び提案の

趣旨

５０点

本役務全般 業務引き継ぎに係る具

体性

３０点

本役務の役務

員

役務員の資格又は能力

及び運用体制

２９０点

役務内容と実

施要件

役務員の省ＯＡの仕様

及び連接する他システ

ムに対する理解度

７０点

サービスデス

ク

サービスデスクに係る

提案の有効性

８０点

障害管理 障害管理に係る提案の

有効性

４０点

問題管理 問題管理に係る提案の

有効性

５０点

リリース管理 リリース管理に係る提

案の有効性

４０点

構成管理 構成管理に係る提案の

有効性

４０点

保全管理 保全管理に係る提案の

有効性

１２０点

セキュリティ

管理

セキュリティ管理に係

る提案の有効性

８０点

役務実施報告 役務実施報告に係る提

案の有効性

６０点
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評価項目 提案書等の評価対象 配点

作業体制に関

する事項

新型コロナウィルス感

染症対策として業務継

続するための体制・方

針を整えているか

１０点

ワークライフ

バランス等に

関する指標

ワークライフバランス

等の推進状況に関する

指標への準拠

３０点

公的個人認証

及び電子入札

の推進に関す

る指標

公的個人認証サービス

の利活用を推進してい

る事業者や電子入札に

より入札に参加する事

業者を評価

３０点

合計 １，２００

点

表３ 配点表

評 評価基準

価 区分１ 区分２ 区分３ 区分４ 区分５ 

◎ ５０点 ４０点 ３０点 ２０点 －

○ ４０点 ３０点 ２０点 １０点 １０点 

△ ２０点 １５点 １０点 ５点 －

× ０点 ０点 ０点 ０点 ０点

３ 落札者の決定

（１）総合評価基準書に示す全ての要求要件を満たし、入札者の入札価格が予算

決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号。以下「予決令」という。）第

７９条の規定に基づいて作成された予定価格の制限の範囲内であり、かつ、

「総合評価点」の最も高い者を落札者とする。ただし、予決令第８４条の規

定に該当する場合は、予決令第８５条の基準を適用するため、基準に該当す

る入札が行われた場合は入札の結果を保留する。この場合において、入札参

加者は官の行う事情聴取等の調査に協力しなければならない。

（２）上記（１）に規定する調査の結果、会計法（昭和２２年法律第３５号）第

２９条の６第１項ただし書きの規定に該当すると認められる場合は、その

定めるところにより、予定価格の制限の範囲内で次順位の者を落札者とす

- 3 -

109/128



 

 

   
 

 

 

 

 

ることがある。

（３）落札者となるべき者が２人以上ある場合は、直ちに当該落札者となるべき

者にくじを引かせ、落札者を決定するものとする。また、落札者となるべき

者又はその代理人がくじを引くことができないときは、入札執行事務に関

係のない防衛省職員がこれに代わってくじを引き、落札者を決定するもの

とする。

（４）落札者が決定した場合は、遅滞なく、落札者の氏名又は名称、落札金額、

落札者の決定理由及びに提案された内容のうち具体的な実施体制及び実施

方法の概要について公表するものとする。
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防衛省中央ＯＡネットワーク・システム

運用管理役務総合評価基準書（案）

別紙「評価基準表」
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評価基準表 【別添２】【別紙】

項目 評価基準 調達仕様書該当箇所 必須/任意 加点 区分 提案書
頁番号

以下の実績を有していることが明確に記載されていること。
1　防衛省中央ＯＡネットワーク・システムと同等規模（利用者数約6>,000 人）以上の運用管理役務契約を履
行した実績があること。
2　>24時間3>65日対応の運用管理役務契約を履行した実績があること。

- 任意> 50> 1

（>1）事業者の実績 3　過去に履行した運用管理役務について，サービスレベルが指定されていた場合に全ての項目を満足し
ていた実績があること。>

1　全般事項

本役務における過去に履行した運用管理役務経験の適用方法について，具体的に記載されていること。> - 任意> 30> 3

（>2）業務の理解度
現行の運用管理役務を理解した上で，本役務の遂行に係る課題及び改善策が具体的に示されているこ
と。>

- 任意> 50> 1

1.4　一般事項　>(2) ～（>7)、>(10)、（>12）に示された要件について明確に記載されていること。 1.4　一般事項 必須

1.4　一般事項　>(8) ～（>9)に示された業務内容の引き継ぎについて明確に記載されていること。 1.4　一般事項 必須

（>3）本役務全般

現行システム借上契約相手方と現行の運用管理役務契約相手方から，業務内容の引継ぎを受けるに当
たっての体制，実施要領等についての提案が具体的に記載されていること。>

- 任意> 30> 3

契約相手方は，以下の資格の保有状況について，支出負担行為担当官補助者の確認を得るものとする。
資格については，それを証明する書面（認定証など）の写しを提出することとし、資格を保有しない場合は，
各資格に準じている事が確認できる資料を提出すること。

1.4　一般事項 必須
ア>JIS>Q 15001
イ JIS>Q 9001（>ISO9001)
ウ JIS>Q 27001（>ISO27001)

（>1）本役務の実施場所 2.2.1　実施場所に示された要件について明確に記載されていること。 2.2.1　実施場所 必須

（>2）本役務の期間 令和４年３月１日から令和８年２月２８日までとすることが明確に記載されていること。 2.2.2　役務期間 必須

（>3）本役務の時間 ２４時間３６５日を基準とすることが明確に記載されていること。 2.2.3　役務時間 必須

（>4）本役務の人員 2.2.4　人員に示された要件について明確に記載されていること。 2.2.4　人員 必須

2.2.4（>4）ア　業務従事者が履行に必要な情報を取り扱うにふさわしい者であることが記述されていること。 2.2.4（>4）ア 必須

2.2.4（>4）イ　業務従事者が履行に必要若しくは有用な、又は背景となる経歴、知見、資格、語学（母語及び
外国語能力）、文化的背景（国籍等）、業績等を有することが記述されていること。

2.2.4（>4）イ 必須

2.2.4（>4）ウ　業務従事者が他の手持ち業務等との関係において履行に必要な業務所要に対応できる態勢
にあること。

2.2.4（>4）ウ 必須

2.3.1　統括役務員及び副統括役務員の選任に示された役務員を明確に記載すること。
　－統括役務員（１名）
　－副統括役務員（２名）
　－一般役務員
　　・「サービスデスク」の作業を主に実施するサービスデスク役務員
　　・「サービスデスク」以外の作業を主に実施するシステムエンジニア

2.3.1　統括役務員及び副統括役
務員の選任

必須

なお、統括役務員及び副統括役務員は、>2.3.1　統括役務員及び副統括役務員の選任 (1)～(>8)に示された
職務を実施することが明確に記載されていること。

・統括役務員及び副統括役務員は、>2.3.2　役務員の要件 (1) アに示された勤務経験を有していることが明
確に記載されていること。また>2.3.2　役務員の要件 (1) アに示された資格又は能力を有することを説明した
資料（システム履歴書等）を提出すること。

・サービスデスク役務員は、>2.3.2　役務員の要件 (1) イに示された勤務経験を有していることが明確に記載
されていること。また>2.3.2　役務員の要件 (1) イに示された資格又は能力を有することを説明した資料（シ
ステム履歴書等）を提出すること。 2.3.2　役務員の要件 必須

・システムエンジニアは、>2.3.2　役務員の要件 (1) ウに示された勤務経験を有していることが明確に記載さ
れていること。また>2.3.2　役務員の要件 (1) ウに示された資格又は能力を有することを説明した資料（シス
テム履歴書等）を提出すること。

・各役務員について，日本国籍を有していることが明確に記載されていること。

（>5）本役務の役務員

統括役務員及び副統括役務員について，指定された要件を超える資格又は能力（実績）を有していること
が明確に記載されていること。>

- 任意> 30> 3

2　本役務に関する要求>
サービスデスク役務員及びシステムエンジニアについて，より多くの役務員が指定された要件を超える資
格を有していることが明確に記載されていること。>

- 任意> 30> 3

2.3.3　役務従事者名簿の提出

2.3.3　役務従事者名簿の提出、>2.3.4　役務員の交代、>2.3.5　役務員の管理、>2.3.6　役務員の変更の届出、
2.3.7　役務員の履歴書等の提出に示された要件について明確に記載されていること。

2.3.4　役務員の交代
2.3.5　役務員の管理
2.3.6　役務員の変更の届出

必須

2.3.7　役務員の履歴書等の提出

役務員が交代した場合について，本役務契約の履行に支障を来すことがないように引継ぎの体制，実施
要領等が明確に記載されていること。>

- 任意> 40> 2

役務員の技術レベルの維持若しくは向上するための具体的な手段が記載されているか。 － 任意> 50> 1

より多くの役務員が本役務に専任であることが記載されていること。> - 任意> 40> 2

職員の異動時期等，利用者からの問合せが急増する時期でも対応可能な体制であることを具体的に示し
ていること。>

- 任意> 40> 2

システム管理者と役務員との連絡手段（勤務時間内及び勤務時間外含む）について実現性の高い手段が
具体的に記載されていること。>

- 任意> 20> 4

重大な情報セキュリティインシデントや障害等が発生した場合における，業務時間外の緊急時運用体制が
具体的に記載されており，より有効と判断できる提案が記載されていること。>

- 任意> 40> 2

（>6）運用計画書 2.4.1　運用計画書の作成等の支援に示された要件について明確に記載されていること。
2.4.1　運用計画書の作成等の支
援

必須

（>7）運用実施要領書 2.4.2　運用実施要領書の作成等の支援に示された要件について明確に記載されていること。
2.4.2　運用実施要領書の作成等
の支援

必須

（>8）業務計画書の提出 2.4.3　業務計画書の提出に示された要件について明確に記載されていること。 2.4.3　業務計画書の提出 必須

（>9）役務内容と実施要件

・役務員は，官側が貸与する省ＯＡシステム管理者マニュアル等の他，本役務を実施する上で必要となる
資料に基づき，省ＯＡシステム等の仕様及び接続形態並びに省ＯＡシステムに関連する他システム（ＤＩＩを
含む。）との連接形態を十分に熟知した上で，作業を行うことが明確に記載されていること。

・また必要に応じて省ＯＡシステム保守役務契約相手方と連携して作業を行うことが明確に記載されている
こと。

2.5　役務内容及び実施要件 必須

より多くの役務員が省ＯＡシステム等の仕様及び接続形態並びに省ＯＡシステムに関連する他システム（Ｄ
ＩＩを含む。）との連接形態を十分に熟知していることが明確に記載されていること。>

- 任意> 40> 2

SLA全項目を達成するための体制、方法について明確に記載されていること。> - 任意> 30> 3

1>



評価基準表 【別添２】【別紙】

項目 評価基準 調達仕様書該当箇所 必須/任意 加点 区分 提案書
頁番号

（>10）役務作業（共通） 2.5.1　各作業共通に示された要件について明確に記載されていること。 2.5.1　各作業共通 必須

システム利用者対応窓口に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

問い合わせ内容の情報共有について，効率的に行うための有効な手段等が明記されているか。 － 任意> 20> 4

システム利用方法問い合わせ対応に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

申請等の受付業務の対応に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

障害等の受付業務の対応に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

（>11）役務作業（サービスデ
スク） 各種問合せ及び申請等について，より効率的な管理方法について具体的に記載されているか。 － 任意> 20> 4

ホームページ（防衛省内向け）管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

ＩＣカード管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

ファイルサーバのアクセス権管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

2.5.2　サービスデスクに示された要件について明確に記載されていること。 2.5.2　サービスデスク 必須

役務員がシステム利用者からの問合せ，作業依頼，障害報告に迅速かつ適切に対応するためのより有効
な手段について具体的に記載されていること。>

- 任意> 40> 2

障害対応として障害の一次切り分けに関する実施要領が明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

障害対応として軽微な障害からの復旧に関する実施要領が明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

障害対応として障害の記録管理に関する実施要領が明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

（>12）役務作業（障害管理）

障害の検知又は報告を受けたのち，迅速な対応を行うためのより有効な手段について具体的に記載され
ていること。>

- 任意> 40> 2

省ＯＡシステム保守役務契約相手方が実施するハードウェア修理,ハードウェア障害復旧,ソフトウェア障害
復旧,データ復旧作業について,障害復旧後の動作確認支援を行うことが明確に記載されていること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

2　本役務に関する要求

2.5.3　障害管理に示された要件について明確に記載されていること。 2.5.3　障害管理 必須

大規模災害等の非常時における対応として官が実施するシステム継続訓練等への技術的な支援を行う。
また，非常時におけるシステム復旧要領の作成及び官への技術支援を行うことが明確に記載されているこ
と。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

契約相手方の体制として大規模災害等の非常時における具体的な業務継続計画を作成していること。 － 任意> 30> 3

（>13）役務作業（問題管理）

システム管理者に対してより有効な技術支援を行う提案が記載されていること。> - 任意> 20> 4

2.5　役務内容及び実施要件（表
2.5.4　問題管理に示された要件について明確に記載されていること。 ３） 必須

2.5.4　問題管理

（>14）役務作業（変更管理）

借上ソフトウェア修正版適用（ＯＳを含む）に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

官給ソフトウェア修正版適用に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

2.5.5　変更管理に示された要件について明確に記載されていること。 2.5.5　変更管理 必須

（>15）役務作業（リリース管
理）>

ウィルス定義体適用管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

セキュリティパッチ適用（ＯＳ）に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

ウイルス定義体及びセキュリティパッチ適用（ＯＳ）について検証方法及び更新の頻度について明確に記載
されているか。

－ 任意> 40> 2

システム利用者管理において省ＯＡシステム新規利用者の登録を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

システム利用者データ修正において省ＯＡシステム既存利用者の登録内容変更及び削除することが明確
に記載されていること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

S/MIMEメール情報管理として以下の作業を行うことが明確に記載されていること。
　・>S/MIMEメール利用者の登録、削除作業
　・公開鍵、秘密鍵の登録作業

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

個人端末管理について個人端末設置場所変更に伴う個人端末の設定変更を行うことが明確に記載されて
いること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

プリンタ類管理についてプリンタ類設置場所変更に伴うプリンタ類の設定変更を行うことが明確に記載され
ていること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

個人端末管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

端末類マスタ管理について適用すべき差分セキュリティパッチ，追加ソフトウェア等の選定を行うことが明
確に記載されていること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

官品ソフトウェアインストールに関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

周辺機器の接続に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

官品ソフトウェア修正版適用【ソフトウェア改良版の提供】に関する役務作業を行うことが明確に記載されて
いること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須
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評価基準表 【別添２】【別紙】

評価基準 調達仕様書該当箇所 必須/任意 加点 区分 提案書
頁番号

項目

ＮＡＳ（システム管理者指定）管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

ネットワーク管理に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

2.5.6　リリース管理に示された要件について明確に記載されていること。 2.5.6　リリース管理 必須

システム利用者管理としてシステム利用者管理台帳の更新を行うことが明確に記載されていること。
また>,アクセス権の管理を含めて行うことが明確に記載されていること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

端末類管理として端末類等管理台帳の更新を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

周辺機器の接続に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

情報資産管理標準シートの作成及び更新を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

2.5.7　構成管理に示された要件について明確に記載されていること。 2.5.7　構成管理 必須

情報資産管理標準シートについて、効率的かつ適時適切な管理を実現する手法等が具体的に記載されて
いること。>

- 任意> 20> 4

各種台帳の更新についてより有効な手段が具体的に記載されていること。> - 任意> 20> 4

日常点検に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

各取得ログの統計及びセキュリティリスクの分析についてより有効な手段が具体的に記載されていること。> - 任意> 40> 2

定期バックアップに関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

停電時の点検に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

トラフィック情報の取得頻度，有効な分析手法及び管理手段が具体的に記載されていること。 － 任意> 40> 2

保全管理において行う稼動状況の照会項目及び頻度について具体的に記載されているか。 － 任意> 40> 2

セキュリティ改善支援に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

セキュリティ改善支援として行う分析について，より効率的に行うための手段について記載されているか。 － 任意> 40> 2

セキュリティインシデント対応に関する役務作業を行うことが明確に記載されていること。
2.5　役務内容及び実施要件（表
３）

必須

ウイルス感染の恐れがある場合，感染拡大防止措置及び原因の特定方法について，より有効な手段が具
体的に示されていること。

－ 任意> 40> 2

本作業で実施した内容については、役務実施日報、役務実施週報。役務実施月報及び役務実施年間報
告書を作成し、運用状況を報告することが明確に記載されていること。

2.5　役務内容及び実施要件（表
３）
2.5.10 役務実施報告

必須

役務実施日報，役務実施月報，役務実施月報及び役務実施年間報告書の作成について，調達仕様書に
示す記載項目以外について，有効な記載項目が具体的に記載されていること。また，システム管理者が容
易に確認できるよう記載方式等を工夫していること。>

- 任意> 30> 3

システム管理者に対する報告についてより有効な手段が具体的に記載されていること。> - 任意> 30> 3

（>20）役務員管理
本役務の実施に際し，統括役務員及び副統括役務員は，必要に応じて一般役務員の監督及び指導を行う
ことを明確に記載していること。

2.5.11　一般役務員管理 必須

（>21）作業体制に関する事
項

新型コロナウイルス感染症対策として業務継続するための体制、執務環境を整えること。
2.2　実施場所、役務期間、役務時
間及び人員
2.5.12　作業体制に関する事項

任意> 10> 5

（>22）課室等担当者との調
整

省ＯＡシステムにおいて，システムの運用停止及び端末類の設定変更等を実施することに伴い，課室等担
当者と作業日程調整等が必要な場合，課室等担当者との調整を実施することを明確に記載していること。

2.5.13　課室等担当者との調整 必須

（>23）その他 2.5.14　その他に示された要件について明確に記載されていること。 2.5.14　その他 必須

3　提出書類 （>1）提出書類
調達仕様書の表８に掲げる提出書類について，官側の確認を得るとともに、特に指定する書類について
は，官側の承認を得ることを明確に記載していること。

3　提出書類 必須

4　検査 （>1）検査
調達仕様書の表８の提出書類に関する検査は，システム管理者若しくは契約担当官等の確認若しくは承
認によるものとすることを明確に記載していること。

4　検査 必須

5　情報の保全 （>1）情報の保全 5　情報の保全に示された要件について明確に記載されていること。 5　情報の保全 必須

5（>1）ア 契約を履行する一環として契約相手方が収集、整理、作成等した一切の情報が、防衛省が保護を
要さないと確認するまでは保護すべき情報として取り扱われることを保障する履行体制を有していることが
記述されていること。

5（>1）ア　情報の保全 必須

5（>1）イ 防衛省の同意を得て指定した取扱者以外の者に取り扱わせないことを保障する履行体制を有して
いることが記述されていること。 5（>1）イ　情報の保全 必須

5（>1）ウ 防衛省が個別の書面により承認した場合を除き、契約相手方に係る親会社、地域統括会社、ブラ
ンド・ライセンサー、フランチャイザー、コンサルタントその他の契約相手方に対して指導、監督、業務支援、
助言、監査等を行う者を含む一切の契約相手方以外の者に対して伝達又は漏えいされないことを保障す
る履行体制を有していることが記述されていること。

5（>1）ウ　情報の保全 必須

6　資料の貸与 （>1）資料の貸与 6　資料の貸与に示された要件について明確に記載されていること。 6　資料の貸与 必須

7　資料の修正等 （>1）資料の修正等

省ＯＡシステムの仕様等に変更が生じた場合には，以下の資料に対しシステム管理者の確認を得た後，追
加及び修正を行い，更新履歴を管理した上で最新の状態とすることを明確に記載していること。
1.システム構成書
2.システム設定書
3.システム管理者マニュアル
4.ユーザマニュアル
5.構成品取扱説明書

7　資料の修正等 必須

8　著作権 (1)著作権 9　著作権に示された要件について明確に記載されていること。 9　著作権 必須

夜間休日において役務員が本役務を実施するための役務事務所を用意することを明確に記載しているこ
と。

10　その他 必須

個人情報の取扱いについては，個人情報の保護に関する法律及び契約約款の条項を遵守することを明確
に記載していること。

10　その他 必須

各機関等の長が定めた立入禁止場所等に立ち入る場合は，各機関等の立入手続きに従い手続きを実施
することを明確に記載していること。

10　その他 必須

2　本役務に関する要求

9　その他　 （>1）その他

（>19）役務作業（役務実施
報告）

（>16）役務作業（構成管理）

（>17）役務作業（保全管理）

（>18）役務作業（セキュリ
ティ管理）

（>15）役務作業（リリース管
理）>
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評価基準表 【別添２】【別紙】

項目 評価基準 調達仕様書該当箇所 必須/任意 加点 区分 提案書
頁番号

9　その他　>

（>2）ワークライフバランス等
の推進状況に関する指標

女性活躍推進法に基づく認定（えるぼし認定）、次世代法に基づく認定（くるみん、プラチナくるみん認定）若
者雇用促進法に基づく認定（ユースエール認定）のいずれかを有していること。
※複数の認定等に該当する場合は、最も配点が高い区分により加点を行うものとする。

次世代育成支援対策推進法に基づく「くるみん認定・プラチナくるみん認定」
①プラチナくるみん：>30点
②くるみん（新基準）：>20点
③くるみん（旧基準）：>10点

女性活躍推進法に基づく「えるぼし認定」
①プラチナえるぼし：>30点
②3段階目：>25点
③2段階目：>20点
④1段階目：>15点
⑤行動計画：>5点

若者雇用促進法に基づく「ユースエール認定」：>30点>

- 任意> 30

（>3）公的個人認証及び電
子入札の推進に関する指
標

以下に定める認定事業者又は電子入札事業者であること。

a)認定事業者
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律（平成1>4年法律第1>53号。
以下1 「公的個人認証法」という。）の第1>7条第1項第4号、第5号若しくは　第6号の規定に該当する事業者
であって、同条第4項に規定する取決めを地方公共団体情報システム機構と締結した事業者
・電子署名等に係る地方公共団体情報システム機構の認証業務に関する法律施行規則（平成1>5年総務
省令第1>20号）第2>9条第１項の定めにより、総務大臣の認定を受けたものとみなされた事業者

b)電子入札事業者
・官民データ活用推進基本法第1>0条第2項に規定する電子情報処理組織を使用して入札に参加する事業
者であって公的個人認証法第3条第1項に定める署名用電子証明書又は第2>2条に定める利用者証明用電
子証明書を用いて入札に参加する事業者

①認定事業者のみ該当する事業者：>10点
②電子入札事業者のみ該当する事業者：>20点
③認定事業者及び電子入札事業者に該当する事業者：>30点>

- 任意> 30> 3

4> 115/128



 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

 

【別添３】

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム

運用管理役務
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１ 調達の概要

（１）目的

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム（以下「省ＯＡ」という。）は、防

衛省市ヶ谷地区（所在地：東京都新宿区市ヶ谷本村町５－１）における行政

事務の合理化・効率化を図るための基盤的なシステムとして、防衛省市ヶ谷

地区に所在する８機関と共同の部隊（防衛省本省の内部部局、統合幕僚監部、

陸上幕僚監部、海上幕僚監部、航空幕僚監部、情報本部、防衛監察本部、防

衛装備庁及び自衛隊指揮通信システム隊）に新たに防衛研究所を加えた９機

関に整備される。

現行の省ＯＡは、平成２９年３月から借上として使用しており、ハードウ

ェア及びソフトウェアの賃貸借期間が令和４年２月に満了を迎える。

本提案依頼書は、「防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務」

（以下「本業務」という。）の仕様書（以下「本業務の調達仕様書」という。）

で規定された調達を実施するに当たり、入札する事業者（以下「提案事業者」

という。）に提案書の作成を依頼することを目的としている。

（２）入札に関するスケジュール

ア 入札公示 令和３年９月下旬

イ 質問受付期限 令和３年１１月下旬頃

ウ 資料閲覧期限 令和３年１２月上旬頃

エ 提案書提出期限 令和３年１２月上旬頃

オ 入札参加者によるプレゼンテーション 令和３年１２月上旬

カ 提案書の審査 令和３年１２月中旬頃

キ 入札書提出期限 令和３年１２月下旬頃

ク 開札及び落札予定者の決定 令和３年１２月下旬頃

ケ 契約締結 令和４年１月上旬頃

コ 契約相手方からの引き継ぎ等 契約締結から２月末

（３）制約条件及び前提条件

ア 入札制限

（ア）本業務の調達仕様書の作成に直接関与した事業者等に関する入札制限

本業務の調達仕様書の作成に直接関与した事業者及びその関連事業

者（財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則（昭和３８年大

蔵省令第５９号）第８条に規定する親会社及び子会社、同一の親会社を

もつ会社並びに委託先事業者等の緊密な利害関係を有する事業者をい

う。以下同じ。）は、当該調達案件への入札に参加することはできない。

ただし、防衛省が仕様の準備又は仕上げの過程を管理し、公正かつ公平

に進めている状況の中で、事業者又はその関連事業者（以下「事業者等」

- 1 -
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という。）が情報又はデータを提供するときは、当該事業者等は本業務の

調達仕様書の作成に直接関与したものとはみなさない。

（イ）ＣＩＯ補佐官及びその支援スタッフ等の属する事業者等に対する入札

制限

ａ 防衛省におけるＣＩＯ補佐官及びその支援スタッフ等（以下「ＣＩ

Ｏ補佐官等」という。）による調達計画書及び本業務の調達仕様書の妥

当性確認並びに入札事業者の審査に関する業務（以下「妥当性確認等」

という。）について、透明性及び公平性を確保するため、ＣＩＯ補佐官

等が現に属する又は過去２年間に属していた事業者等については、Ｃ

ＩＯ補佐官等が妥当性確認等を行う調達案件（当該ＣＩＯ補佐官等が

過去に行ったものを含む。）に、入札に参加することはできない。

ｂ ＣＩＯ補佐官等がその職を辞職した後に所属する事業者の所属部

門（辞職後の期間が２年に満たない場合に限る。）についても、当該Ｃ

ＩＯ補佐官等が妥当性確認等を行った調達案件の入札に参加するこ

とはできない。

イ その他条件

本業務の円滑な遂行を実現するため、必要なときに積極的に問題や課

題の早期発見に努め、主体的かつ迅速に、その解決に取り組むこと。

２ 調達する役務の要件

提案及び調達の実施内容は、本業務の調達仕様書に記載する要件を全て満た

すこと。また、本業務の調達仕様書に記載していない事項であっても、「３（１）

イ 追加依頼事項」に基づく提案を行うことも可能とする。

なお、提案書において提案した業務内容は、調達範囲の対象として納入す

るものとする。

３ 提案書作成要領

（１）提案書

ア 基本依頼事項

（ア）基本方針

提案事業者は、本業務の調達仕様書に記載されている全体方針及び実

施内容を理解し、本業務の特性を把握した上で、その遂行に当たって提

案事業者が業務全体を通じて特に重要と考える事項の取組について、そ

の方針、想定する手順等についてプロセスを記述すること。

（イ）体制

本業務の調達仕様書に定める内容を実現するために必要な作業体制
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及び作業計画について記述すること。この場合において、作業体制につ

いては、次のａ及びｂを含めることとし、また、作業者ごとに、次のｃ

からｆに掲げる事項を記載すること。

ａ 作業体制と役割

ｂ 作業者の名簿

ｃ 従事した事業の名称、従事期間、事業の概要、規模並びに担当及び

立場

ｄ 従事者の業務履歴

ｅ 保有資格（本業務に関係する資格に限る。）

ｆ 本業務における専任又は兼任の別

（ウ）サービスデスク

次の項目を実施するに当たっての具体的な手法及び適用を示すこと。

ａ 省ＯＡ利用方法の問合せ対応

ｂ 申請、障害（省ＯＡの運用において脅威となり得る事案又は省ＯＡ

の機密性、完全性若しくは可用性が侵害されるセキュリティ上の重大

な事案をいう。以下同じ。）等の受付業務の対応

ｃ 防衛省内向けの省ＯＡに関するホームページの管理

ｄ ログイン認証に使用するＩＣカードの登録、削除等の管理及びＩＣ

カード忘失時の臨時ＩＣカード割り当て、パスワード初期化作業

ｅ ファイルサーバのアクセス権管理

ｆ 防衛省携帯のアカウント申請によるＤＩＩへのアカウント情報提

供

（エ）障害管理

障害の一次切り分け及び軽微な障害（保守役務契約相手方による対応

が不要なものをいう。）からの復旧を行うこと。また、保守窓口対応とし

て、保守役務契約相手方との調整（障害対応に伴うシステムの再起動、

復旧後の動作確認等の支援をいう。）を実施するに当たっての具体的な

手法及び適用を示すこと。

（オ）問題管理

省ＯＡ全般の運用管理を担当する職員（以下「官」という。）が実施す

る省ＯＡの運用、システム継続訓練、官が作成する非常時におけるシス

テム復旧要領の作成に関する支援を実施するに当たっての具体的な手

法及び適用を示すこと。

（カ）変更管理

ソフトウェア修正版の適用及び配布を実施するに当たっての具体的

な手法及び適用を示すこと。
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（キ）リリース管理

次の項目を実施するに当たっての具体的な手法及び適用を示すこと。

ａ ファイルサーバのアクセス権管理

ｂ ウイルス定義体及びセキュリティパッチの適用及び配布

ｃ 省ＯＡ利用者の登録、削除等のデータ管理及び端末類のマスタ管理

ｄ 設置場所変更に伴う個人端末及びプリンタ類の設定変更

ｅ 省ＯＡ利用者からの申請に伴う周辺機器、ストレージ装置等のハー

ドウェアの接続並びにソフトウェアのインストール及び修正版の適

用

ｆ ネットワーク機器の設定変更等

（ク）構成管理

省ＯＡ利用者、ハードウェア及びソフトウェア管理台帳の作成及び更

新並びに情報資産管理標準シートの管理を実施するに当たっての具体

的な手法及び適用を示すこと。

（ケ）保全管理

次の項目を実施するに当たっての具体的な手法及び適用を示すこと。

ａ 省ＯＡの運用管理ツールによるハードウェア及びソフトウェアの

状況監視、各種ログの確認及びトラフィック情報の管理

ｂ プリンタ類の印刷枚数の確認

ｃ 計画停電後におけるネットワーク機器の導通確認

ｄ 定期バックアップの実施及びバックアップテープの世代管理

（コ）セキュリティ管理

定期的な運用状況の報告、セキュリティリスクの分析及びセキュリテ

ィインシデント発生時における調査及び対応を実施するに当たっての

具体的な手法及び適用を示すこと。

（サ）役務実施報告

本業務の実施内容について、作業実施日報、役務実施週報、役務実施

月報及び役務実施年間報告書を作成し、運用状況について報告を実施す

るに当たっての具体的な手法及び適用を示すこと。

イ 追加依頼事項

本業務の提案に必須の記載事項ではないものの、提案事業者が必要と

考える提案内容が記載されている場合は、提案内容により評価の対象と

する。評価の対象は、「別添２ 防衛省中央ＯＡネットワーク・システム

運用管理役務総合評価基準書 別紙「評価基準表 」（以下「総合評価基準」

という。）を参照すること。また、評価の対象となり得る提案内容につい

ては該当箇所を強調することとし、また、総合評価基準で掲げる項目と提
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案書における該当箇所の対応関係を一覧表に取りまとめること。

（２）提案書の様式等

提案書は次のとおり作成すること。

ア 提案書は全て日本語で作成すること。

イ 提案書の様式はＡ４版縦長横書きとすること。ただし、大きな図面等を

使用する場合はＡ３版とし、提案書の中に折り込むこと。

（３）提案書の提出方法

文書と電磁的記録媒体を次項の提出場所へ郵送又は持参とする。

ア 提案書、総合評価基準表（提案書頁番号を記載したもの）及び追加依頼

事項一覧表は、事業者名入りと業者名なしの２式を用意し、事業者名入

りを正Ｘ部、副Ｘ部、事業者名なしを正Ｘ部、副Ｘ部、文書で提出する

こと。

イ 前項の事業者名入りと事業者名なしの同一内容を記録した電磁的記録

媒体（ＣＤ－Ｒ又はＤＶＤ－Ｒ）を１枚提出すること。

（４）提出場所及び期限

ア 提出場所：防衛省大臣官房会計課

（東京都新宿区市谷本村町５－１（防衛省本省庁舎Ａ棟 10 階））

イ 提出期限 ：令和３ 年 X 月 X 日（ X 曜日） １２:００（必着）

（５）提案書説明

提案書説明はプレゼン形式で実施するものとし、詳細については提出期限

以降に連絡する。また、別途、必要に応じてヒアリング（対面説明）及び追

加資料を求めることがある。

提案書説明は、次のとおり行うことを予定している。

ア 日時

令和３年Ｘ月Ｘ日（Ｘ曜日）～Ｘ月Ｘ日（Ｘ曜日）の間で、指定するい

ずれかの時間

イ 場所

防衛省市ヶ谷庁舎６８号館（詳細な場所については別途連絡する。）

ウ 参加人数

４名以内とし、その中に必ず統括責任者となる予定者を含めること。

エ 時間

１時間以内とし、質疑応答時間を含めるものとする（詳細については別

途連絡する。）。

オ 費用負担等

（ア）提案に必要な一切の費用は、提案事業者の負担とする。

（イ）説明及び質疑応答については、本業務に従事する者が対応すること。
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４ その他

（１）資料閲覧

提案事業者は、提案書の作成に当たり、必要に応じて、令和３年 X 月 X 日

（X）から令和３年 X 月 X 日（X）の間（１０時００分から１７時００分の間

に限る。）は、防衛省の資料を閲覧することができる。資料の閲覧を希望す

る場合には、別紙１「防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務

資料閲覧申込書」に必要事項を記載し、５に示す問合せ先にあらかじめ電話

で連絡した上で、電子メールで提出すること。

（２）秘密保持

別紙２「秘密保持に関する誓約書」に必要事項を記載し、５に示す問合せ

先にあらかじめ電話で連絡した上で、電子メールで秘密保持契約を提出する

こと。

（３）質問等

提出物の作成に当たり、質問等を行う必要がある場合には、別紙３「質問

状」に必要事項を記載し、５に示す問合せ先にあらかじめ電話で連絡した上

で、令和Ｘ年Ｘ月Ｘ日（Ｘ）１２時００分までに電子メールで提出すること。

また、これに対する回答等は電子メール等で行うものとする。

なお、照会等の内容は、具体的に記述することとし、会社名、代表者氏名、

担当者氏名（振り仮名を振ること。）、担当者の所属、会社の住所、電話・Ｆ

ＡＸ番号及び電子メールアドレスを明記すること。

（４）留意事項

ア ３に示す提案書作成要領に従った提案書ではないと防衛省が判断した

場合には、当該提案書の評価を行わないことがある。

イ 提案事業者が提出した提案書（特に作業工数に係る）は、低入札価格調

査を行う場合の資料とする。

ウ 本提案書作成に伴い知り得た如何なる情報（公知の事実を除く。）につ

いては、その保全を徹底し、防衛省の同意を得ることなく無断で第三者

に漏洩してはならない。

エ 本提案書作成に伴う成果物については、その著作権も付属して、防衛省

に移転するものとする。ただし、本提案書作成の以前から所有している

著作権及び第三者が所有している著作権については、この限りではない。

オ 提出された提案書等は返却されない。

カ 提出された提案書等について、開札までの間に説明を求められたときは、

これに応じること。

キ 提案事業者が提出した提案書、提案書に関する説明内容及び審査状況に
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ついて、開札までの間は、非開示情報として保護されるものとする。

５ 問合せ先

（１）本調達（本業務の調達仕様書に関することを除く。）に関すること

〒１６２－８８０１ 東京都新宿区市谷本村町５－１ （庁舎Ａ棟１０階）

防衛省大臣官房会計課契約係

担当：○○

電話 ０３－３２６８－３１１１ 内線○○○○○

電子メール：○○○@mod.go.jp

（２）本業務の調達仕様書に関すること

〒１６２－８８０１ 東京都新宿区市谷本村町５－１ （６８号館２階）

防衛省整備計画局情報通信課

担当：○○

電話 ０３－３２６８－３１１１ 内線○○○○○

電子メール：○○○@mod.go.jp
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【別添３】【別紙１】

令和３年 月 日

防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務資料閲覧申込書

会社名

部署名

担当者名

電話番号 

E-mail アド

レス

閲覧希望日

時

第一希望 第二希望

閲覧者人数

閲覧者氏名

1 
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【別添３】【別紙２】

秘密保持に関する誓約書 

令和３年 月 日

「防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務に係る調達」の一般

競争入札において知り得た当該システムに関する保護情報については、秘密を

保持することを誓約致します。

防衛省整備計画局情報通信課 宛

（提出者）

住所

電話番号

会社名

氏名 印

以 上

1 
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【別添３】【別紙３】

質 問 状

調達件名 ： 防衛省中央ＯＡネットワーク・システム運用管理役務

提出日 

会社名 

代表者名 

部署名 

担当者名 

住 所 

電話番号 

ＦＡＸ番号 

E-mail

質問の総数 

項
種

別

頁番

号

行番

号

項

目
質 問 等 理 由 

1 

2 

3 

4 

1 
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【別添３】【別紙３】

項
種

別

頁番

号

行番

号

項

目
質 問 等 理 由 

5 

6 

7

注）１．種別欄には、質問の種類を以下から選択して、その番号を記載するこ

と。

１．省ＯＡ運用管理役務実施要項に対する質問等

２．本業務の調達仕様書に対する質問等

３．総合評価基準書に対する質問等

４．提案書作成要領に対する質問等

５．その他

２．質問等及び、理由は、明確かつ簡潔に記載すること。

３．本様式の変更は、行わないこと。

2 
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